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代表理事組合長  

寺沢 春彦 

ご挨拶  
組合員並びに関係機関の皆様方におかれましては，当組合の業務運営に特段の

ご理解とご協力を賜っていることに対し，厚くお礼申し上げます。 

新たな執行体制となる理事会制度の発足から２年が経過し，当初より組合員との情

報共有を重視し，明確な組合運営を目指し実施してきたところであります。 

さて，昨今の漁業を取り巻く環境は，漁場環境の悪化や沿岸水域の資源量の減少

に加え，国際秩序を大きく揺るがす事象の発生や，数十年に一度と言われていた自

然災害が頻発するなど，これまで培ってきた経験のみでは対応しきれない厳しい状況

が続いております。 

特に，新型コロナウイルス感染症がもたらした消費低迷の影響は深刻で，発生から

２年以上が経過した今なお，依然として完全回復の兆しは見えぬままであり，漁業を初

めとして，各産業，さらには国民生活に対して大きな影響を及ぼしております。 

そのような中，東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う，アルプス処理水の

海洋放出を政府が決めたことについては，漁家経営を圧迫する要因となることが明ら

かであり，放出には一貫して断固反対の姿勢を示すとともに，関係者の理解が得られ

る別の方法で処理することを求め続け，将来へ向けた持続可能な漁業を確立すべく，

系統，行政機関との連携を強化して参ります。 

これら多くの問題を払拭し，組合の安定経営と基盤強化を目指し，さらには本県の

水産振興を図るため，安心安全な水産物を供給できるよう，役職員一丸となり鋭意取り

組んでまいりますので，一層のご支援，ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

名前はＨＧ行書体に変更してもらう 
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  沿革・歩み 

年月日 沿革・歩み 

2007.04.01 

2007.09.28 

2007.10.01 

2008.03.11 

2008.03.24 

2009.04.01 

2010.02.28 

2011.03.11 

2012.03.01 

2012.03.23 

2013.04.01 

2013.10.01 

2016.05.13 

2018.07.27 

2020.07.01 

2022.04.01 

宮城県下31沿海漁協の合併により宮城県漁業協同組合発足 

宮城県漁業協同組合連合会を包括承継 

宮城県信用漁業協同組合連合会を包括承継 

塩釜市新浜町に塩釜総合支所信用共済店舗を開設 

本所を仙台市から石巻市へ移転 

雄勝町雄勝湾漁協及び矢本漁協と合併 

チリ中部沿岸地震津波 

東日本大震災 

再編強化法に基づく新たな信用事業強化計画の策定 

再編強化法に基づく66億8千万円の優先出資の発行 

事業本部制の開始 

信用事業実施店舗の再編完了 

再編強化法に基づく新たな信用事業強化計画の策定 

再編強化法に基づく66億8千万円の優先出資の消却 

経営管理委員会制度から理事会制度へ移行 

宮城県北部・中部・南部施設保有漁協を吸収合併 

  経営方針 

 当組合は，組合員の漁業の生産性・効率性

の向上と，その事業振興により漁家経済の社会

的地位を高めることを目的としており，以って我

が国漁業の発展と地域経済・社会の振興に資

するべく，組織・事業運営に取り組んでまいりま

す。

 

  経営管理体制 

 当組合は漁業者により組織された協同組合

であり，正組合員の代表者で構成される「総代

会」の決定事項を踏まえ，総代会で選任された

理事で構成される「理事会」が業務を執行して

おります。また，総代会で選任された監事が理

事会の決定や理事の業務執行について監査

を行っております。 

 また，信用事業については専任の担当理事

を置くとともに，水産業協同組合法第34条に

規定する常勤監事及び員外監事を設置し，ガ

バナンスの強化を図っています。 
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  漁業者の経営の改善のための取り組みの状況 

❖ 中小漁業者等の経営支援に関する取組方針 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災

により，組合員は甚大な被害を受けました。 

平成24年3月に信用事業強化計画を策定し

被災した組合員の漁業再開および生活再建に

取り組んでまいりました。組合員の共同化やこ

れを通じた各種公的支援の活用により，その生

産活動も本格化しておりますが，これをさらに

加速化させるとともに，金融面における既往貸

出金の条件変更や資金対応，さらには漁村自

らの努力と創意工夫により漁業者所得の向上

等を目指す「浜の活力再生プラン」の策定及び

実践等を通じ，取り組みをいっそう強化してま

いります。 

 

❖ 中小漁業者等の経営支援に関する態勢整備の状況 

当組合では震災以降，組合員・利用者から

経営相談や資金サポート，二重債務等にかか

る様々な相談を受け付けております。具体的に

は，地域のコンサルティング機能の中核として

各地区（北部・中部・南部）に配置された漁業

金融相談員が中心となり，借入申込時より事業

計画・償還計画等の相談に応じ，組合員・利用

者のニーズに適切に対応しております。 

 

❖ 中小漁業者等の経営支援にかかる取組状況 

当組合では，上記相談機能の発揮とともに，

系統・行政・関係機関と連携し，被災者向けに

実質無利子・無担保・無保証人で対応可能な

資金等も活用のうえ漁業者へ融資を行い，漁

業再開や生活再建にかかる資金需要に適切

に対応しております。 

また，既往債務対策については，債務者の

状況に応じた償還条件の緩和や期限延長，関

係機関と連携した公的支援制度の活用等に取

り組んでおります。 

 

  地域の活性化のための取り組みの状況 

 組合は，その事業活動を通じ，漁業と漁村地

域の振興・発展を図り，地域の活性化にも資す

ることが求められております。 

これら一連の活動を通じ，多くの人々の共有財

産である海の環境を守り，水産食料供給の担

い手として安全・安心で新鮮な水産物を提供

し，都市・農山村の人々に自然豊かな親水域

の場を提供するなど，海と地域の保全，豊かな

社会の実現に向けて貢献してまいります。 
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❖ 青年部活動 

昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染

症の影響により，例年開催していた水産青年フ

ォーラムや宮城県青年・女性漁業者交流大会

等については，中止せざるを得ませんでした。 

そのような中，徐々にではありますが活動を

再開し，7月の通常総会時には研修会を実施し

「水産業の振興に関する基本的な計画（第Ⅲ

期）」をテーマとして基調講演を聴講し情報の

共有を図りました。 

また，初めての取組として，ＪＦみやぎ役員と

宮城県漁業協同組合青年部役員が懇談会を

実施し，多核種除去設備等処理水（ＡＬＰＳ処

理水）の海洋放出等について意見交換を行い

ました。この取り組みについては次年度以降に

ついても継続してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＦみやぎ役員と宮城県漁業協同組合青年部役員 

との懇談会（令和4年2月7日） 

 

❖ 女性部活動 

昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染

症の影響により，例年開催していた地域住民

と漁村女性の交流の一環とした料理教室，次

世代の担い手育成を目的とした若手女性部

員の研修会や地域イベントへの参加、魚食

普及活動等については，中止せざるを得ま

せんでした。その様な中，「私たちに できる

ことからはじめよう Ｗｉｔｈ コロナ時代の 新し

い女性部活動」を合言葉に，コロナ過とうまく

向き合いながら，徐々にではありますが活動

を再開しました。沿岸の未来を担う小・中学

生へ「みやぎの海の子」作文を募集し，多く

の作品が寄せられ，「みやぎの海の子」作文

表彰式を開催しました。 

また，ライフジャケットの着用を推進するた

めＬＧＬ活動や海難防止講習会を計４支所で

開催しました。 
更には，わかしお石鹸ニコニコ運動・アク

セサリー販売を行い、関係機関と連携しなが

ら貯蓄や共済推進等への活動支援を実施し

ております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みやぎの海の子」作文表彰式（令和4年1月6日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水難事故救助訓練（石巻市東部令和3年8月6日） 

 

❖ 密漁防止活動 

漁業法の改正により密漁行為に対する罰

則が強化されたものの，未だ，悪質で巧妙化

する密漁行為を根絶するため，密漁監視船・

監視所が一体となり，長時間の監視業務に

より密漁を未然に防いでいます。 

昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染

症の影響により，密漁防止巡回活動（密漁防

止キャンペーン）は中止せざるを得ませんで

したが，密漁防止に関する資材（看板，ポス

ター，チラシ等）への助成を行い，計3支所で

看板の設置を行いました。密漁は磯根資源

の枯渇を招きかねないものであり，今後も広
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域密漁監視体制を構築し取締機関との連携

を図り，水産資源の保護，安心・安全な漁場

環境を維持していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置した看板（女川町支所） 

 

❖ 水難救済会 

宮城県内には16救難所（所員数506名）があ

り，海上保安署や警察などからの救助要請を

受け，船舶・海難事故に対しボランティアで救

助活動をおこなっております。令和3年度は3件

の人身事故に対し海難救助出動しました。救

助活動にあたった北上町十三浜支所並びに表

浜支所関係者に対し，石巻海上保安署より感

謝状が授与されました。 

救済会では救助活動を行う救助所員を支援

する為，青い羽根募金活動等を通じ，水難救

済会の認知，海上交通安全確保に努めており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感謝状授与（北上町十三浜支所） 
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  リスク管理体制 

 組合員・利用者の皆様に安心して組合をご

利用いただくためには，より健全性の高い経営

を確保し，信用秩序の維持と信頼性を高めて

いくことが重要であります。このため，有効なリ

スク管理体制を構築し，直面する様々なリスク

に適切に対応すべく，認識すべきリスクの種類

や管理体制の仕組みなど，リスク管理の基本的

な体系を整備しています。 

❖ 審査体制 

 融資部門，余裕金運用部門から独立した管

理部署が二次審査を実施し，与信先の経営状

況や資金使途等の把握，余裕金運用管理など

厳密な審査を行い，審査にかかる牽制機能を

確保し，資産の健全性維持・向上に努めており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 信用リスク管理 

 「信用リスク」とは，取引先の財務内容の悪化

等により，貸出金等の元本や利息の回収が困

難となり，損失を被るリスクをいいます。 

 組合では，各業務規程類に基づき日常の業

務を行うとともに，貸出資産の健全性の維持・

向上に努めるために，貸出審査にあたっては

「与信審査マニュアル」に基づき貸出先の信用

力，事業内容及び成長性等を十分に審査し，

信用リスク管理を徹底するとともに，資産の自

己査定に際しては「資産自己査定実施要領」

及び「同要領附則」に基づき適正に資産査定を

行っております。 

 

（2） 市場・流動性リスク管理 

 「市場リスク」とは，金利，為替，株式等の様

々な市場のリスク要素の変動により，保有する

資産の価値が変動し，損失を被るリスクをいい

ます。 

 組合においては，「余裕金運用規程」に基づ

く余裕金運用を徹底するとともに，「余裕金運

用にかかるリスク管理手続」に基づく運用会議

を設置・運営し，資産・負債構成のバランス状

況，市場リスクの管理方針・運営方針の策定，

運用状況やリスク管理の状況等について，過

大なリスクを負担していないか等を協議してお

ります。 

「流動性リスク」とは，不祥事発生や風評被害

等による貯金流出時の流動性（資金繰り）リスク

への対応策として，「不祥事対応マニュアル・流

動性リスクにかかる管理の手引」を制定し，貯

払資金手当を含む対応の徹底を図っておりま

す。 

 

（3） オペレーショナル・リスク管理 

  オペレーショナル・リスクとは，業務の過程，

役職員の活動もしくは，システムが不適切であ

ること又は外生的な事象による損失を被るリスク

のことです。当組合では，収益発生を意図し能

動的な要因により発生する信用リスクや市場リ

総 代 会

監 事 会

監 査 室

理 事 会

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進委員会 余裕金運用会議

個人情報取扱責任者 利益相反管理統括責任者 電算システム管理責任者 
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スク及び流動性リスク以外のリスクで，受動的に

発生する事務，システム，法務などについて事

務処理や業務運営の過程において，損失を被

るリスクと定義しています。事務リスク，システム

リスクなどについて，事務手続を整備し，定期

検査等を実施するとともに，事故・事務ミスが発

生した場合は速やかに状況を把握する体制を

整備し，リスク発生後の対応及び改善が迅速・

正確に反映ができるよう努めています。 

  

（4） 事務リスク管理 

 「事務リスク」とは，役職員が正確な事務を怠

る，又は事故・不正等をおこすことにより，組合

自身が被るリスクをいいます。当組合では，各

種業務規程に基づく事務を遂行することによ

り，事務リスクの軽減に努めるとともに，自店監

査，内部監査の態勢の充実・強化を図り事務処

理ミス等の早期発見及び事故等の未然防止に

努めています。 

 

（5） システムリスク管理 

 「システムリスク」とは，コンピュータ・システム

の停止又は誤作動等システムの不備・不具合

等にともない，組合が損失を被るリスクをいいま

す。組合では，漁協系統の集中センターであ

る，㈱全国漁協オンラインセンターと連携のう

え，システムの万一の障害や災害時等の対応

も含め，コンピュータ・システムの安定稼動と円

滑な運用に努めております。 

 

（6） 危機管理への対応 

 組合の業務遂行上，万一不測の事態を来た

した場合に遺漏なく顧客対応を行い，早急に

平常業務体制に復帰するために，業務運営上

の様々なケースを想定した危機管理計画を策

定し，これに基づくリスク管理の徹底を図って

おります。また火災・震災等の災害時の対応に

ついて「災害時緊急対策マニュアル」に基づく

体制整備を図っております。 

 

  法令等遵守（コンプライアンス）の体制 

 漁業・漁村を取り巻く環境が大きく変化する

なかで，組合が組合員・利用者の皆様の負  

託に応え，社会的使命を果たすためには，環

境の変化に的確に対応していくことは勿論のこ

と，倫理的側面に十分に配慮し，社会的規範

に則った責任ある経営が求められています。特

に当組合は信用事業を行う金融機関であり，信

用の揺らぎは組合員・利用者の皆様はもとより

社会に及ぼす影響は大きいことから，コンプラ

イアンスの確保・徹底は最優先事項かつ絶対

的使命と認識し，役職員は遵法精神に則り，よ

り高度の倫理観をもって自己責任原則に基づ

いて社会的責任の遂行に努めてまいります。 

 

 

❖ コンプライアンス運営体制 

 コンプライアンスの運営体制として，「コンプ

ライアンス推進委員会」を設置し，統括部署を

総務部に置き，本所においては各部署及び総

合支所，センター，支所にコンプライアンス責

任者と担当者を配置し，コンプライアンスに基

づく業務運営に努めるとともに，毎年度コンプラ

イアンス・プログラムを策定し，その実行・進捗

管理と評価を行っています。 
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ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決)は，訴

訟に代わる，あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づ

く紛争の解決方法であり，事案の性質や当事者の事情等に

応じた迅速・簡便・柔軟な紛争解決が期待される。 

【コンプライアンス体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 自主監査体制 

内部牽制機能の充実を図るため，部署長に

よる「自主監査（自店監査）」を実施し，職員一

人一人がコンプライアンスに対する意識を高め

る取り組みを実施しています。 

 

  金融ADR制度への対応 

❖ 苦情処理措置の内容 

当組合においては，組合員等の利用者の皆

さまからのご相談・苦情等に対応するための業

務運営体制・内部規則を整備し対応致します。 

具体的には， 

①利用者サポート等管理責任者の設置 

②ご相談・苦情等総括責任者・担当者の設置 

を行い，利用者の皆さまからのご相談・苦情に

ついては，誠実に受付け，迅速かつ適切に対

応するとともに，必要に応じて関係部との連携

を図り，相談・苦情等の迅速な解決に努めま

す。 

受付けたご相談・苦情等については，苦情

処理体制の改善や苦情等の再発防止策・未然

防止策に活用します。 

 

❖ 紛争解決措置の内容 

苦情などのお申し出については，当組合が

対応致しますが，納得のいく解決ができず，利

用者の方が外部の紛争解決機関を活用して解

決を図ることを希望される場合は，ＪＦマリンバン

ク相談所を通じて弁護士会仲裁センターをご

利用いただけます。（ＪＦマリンバンク相談所は，

東京，第一東京，第二東京の3弁護士会と提携

しており，紛争解決措置としてのこの3弁護士会

をご紹介いたします）。 

なお，利用者の皆さまが直接弁護士会に紛

争解決を申し立てることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 代 会

監 事 会

監 査 室

理 事 会

コンプライアンス推進委員会

本 所  コンプライアンス責任者・担当者 
総 合 支 所  コンプライアンス責任者・担当者 
支 所  コンプライアンス担当者・責任者
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  内部監査体制 

 当組合では，内部監査部門として他の業務

執行部門から独立した「監査室」を設置してお

ります。内部監査は組合の経営全般にわたる

管理及び各事業部門の業務遂行状況を，内部

管理体制の適切性と有効性の観点から検証・

評価し，改善事項の勧告などを通じて業務運

営の適切性の維持・改善に資することをその使

命としております。 

また，内部監査は組合の本所・総合支所・セ

ンター・支所の全てを対象とし，被監査部署の

リスクの種類・程度に応じた監査の頻度・深度

等を決定し，効率的かつ実効性のある内部監

査の実施に努めています。内部監査は毎年度

策定する監査計画に基づき実施し，監査結果

は組合長及び監事に報告のうえ，組合長に報

告しています。また特に重要な事項は速やか

に組合長及び監事に報告することとしておりま

す。 

監査指摘及び必要とする改善事項は組合長

により被監査部署に通知し，改善状況等の回

答を受け，定期的に改善取り組み状況をフォロ

ーアップしています。 

 

  ＪＦマリンバンクについて 

当組合は，「ＪＦマリンバンク」の基本方針に

則り，組合員等漁業者に対する地域特性に応

じた漁業金融を適切に実施し，組合員・利用者

の信頼に応える

ため，「信用事

業 安 定運 営責

任体制（あんし

ん 体 制 ） 」 に よ

り，健全で効率

的な事業運営を行うため，漁協系統の特性と，

環境変化への対応を常に意識し，信用事業運

営の最適化に向け取り組んでいます。 

ＪＦマリンバンクでは，皆様の大切な財産（貯

金）をしっかりとお預りし，国の公的制度である

「貯金保険制度」（銀行，信金，信組，労金，ＪＡ

などが加入する公的保護制度）に加えて，マリ

ンバンク安心システムによる二重のセーフティ

ネットで安全性の確保を図っております。 

 

  個人情報保護に関する方針 

当組合は，組合員等利用者の皆さまよりお

預かりした個人情報を正しく取り扱うことが当組

合の事業活動の基本であり，社会的責務であ

ることを認識し，以下の方針を遵守します。 

 

1．当組合は，個人情報を取り扱う際に，「個人

情報の保護に関する法律」（以下，「保護法」

という。）をはじめ，個人情報保護に関する関

係諸法令および主務大臣のガイドラインに定

められた義務を誠実に遵守します。 

また，当組合は，特定個人情報を適正に取

扱うために，「行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律」（以下「マイナンバー法」という。）その他，

特定個人情報の適正な取扱いに関する関係

諸法令およびガイドライン等に定められた義

務を誠実に遵守します。  

※ 「個人情報」とは，生存する個人に関す

る情報で，保護法第2条第1項に規定する

特定の個人を識別できるものをいい，以下

も同様といたします。 

※ 「特定個人情報」とは，マイナンバー法

第2条第8項に規定する，個人番号をその

内容に含む個人情報をいい，以下も同様と

とうだいくん 

キャラクター 

イラスト 
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いたします。 

 

2．当組合は，利用目的を可能な限り特定した

上，あらかじめご本人の同意を得た場合およ

び法令により例外として扱われるべき場合を

除き，その利用目的の範囲内でのみ個人情

報を取り扱います。 

ただし，特定個人情報においては，利用目

的を特定し，ご本人の同意の有無に関わら

ず，利用目的の範囲を超えた利用は行いま

せん。 

※ なお，「ご本人」とは，個人情報によって

識別される特定の個人をいい，以下同様と

します。 

 

3．当組合は，個人情報を取得する場合は，適

正な手段で取得するものとし，また，利用目

的を，法令により例外として扱われるべき場

合を除き，あらかじめ公表するか，取得後速

やかにご本人に通知または公表します。 

但し，ご本人から，書面により直接取得する

場合には，あらかじめ明示します。 

    

4．当組合は，取り扱う個人データ及び特定個

人情報を利用目的の範囲内で正確かつ最

新の内容に保つよう努め，また，個人情報の

安全管理のために必要・適切な措置を講じ，

役職員等および委託先を監督します。 

※ なお，「個人データ」とは，保護法第2条

第2項に規定する個人情報データベース

等を構成する個人情報をいい，以下同様と

します。 

※ また，「役職員等」には，役員及び職員

以外に当組合の指揮・監督下にある派遣

労働者を含みます。 

 

5．当組合は，法令により例外として扱われる

べき場合を除き，あらかじめご本人の同意を

得ることなく，個人データを当組合以外の第

三者に提供しません。 

また，当組合は，マイナンバー法第19条各

号により例外として扱われるべき場合を除き，

ご本人の同意の有無に関わらず，特定個人

情報を第三者に提供しません。 

 

6．当組合は，ご本人の機微（センシティブ）情

報（政治的見解，信教，労働組合への加盟，

人種・民族，門地・本籍地，保健医療等に関

する情報）については，法令等に基づく場合

や業務遂行上必要な範囲においてご本人の

同意をいただいた場合等を除き，取得・利用

・第三者提供はいたしません。 

 

7．当組合は，保有個人データにつき，法令に

基づきご本人からの開示，訂正等に応じま

す。 

※ なお，「保有個人データ」とは，保護法

第2条第5項に規定する保有個人データを

いいます。 

 

8．当組合は，取り扱う個人情報につき，ご本

人からの苦情に対し，迅速かつ適切に取り組

み，そのための組合内部管理体制の整備に

努めます。 

 

9．当組合は，取り扱う個人情報につき，役職

員等に適正な情報管理を周知徹底させるた

め，計画的に教育・研修等を行います。 

 

10．当組合は，取り扱う個人情報について，適

正な内部監査を実施するなどにより，本保護

方針の適正な実施運営及び継続的な改善

に努めます。 
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  情報安全管理基本方針 

当組合は，利用者の皆様との信頼関係を強

化し，より一層の安心とサービスを提供するた

め，組合内の情報およびお預かりした情報の

安全管理（以下，「情報セキュリティー」という。）

の確保と，日々改善に努めることが当組合の事

業活動の基本かつ社会的責務であることを認

識し，以下の方針を遵守します。 

 

1．当組合は，情報資産を適正に取り扱うた

め，コンピュータ犯罪に関する法律，不正ア

クセス行為の禁止に関する法律，ＩＴ基本法

その他の情報セキュリティーに関する諸法

令，および主務大臣のガイドラインに定めら

れた義務を誠実に遵守します。 

 

2．当組合は，情報の取り扱い，情報システム

ならびに情報ネットワークの管理運用にあた

り，適切な組織的・人的・技術的安全管理措

置を実施し，情報資産に対する不正な侵入，

紛失，漏洩，改ざん，破壊，利用妨害などが

発生しないよう努めます。 

 

3．当組合は，情報安全管理に関して，業務に

従事する者の役割を定め，本方針に基づき，

組合全体での情報安全管理を推進できる体

制を維持します。 

 

4．当組合は，万一，情報セキュリティーを侵害

するような事態が生じた場合，その原因を迅

速に解明し，被害を最小限に止めるよう努め

ます。 

 

5．当組合は，上記の活動を継続的に行うと同

時に，新たな脅威にも対応できるよう情報セ

キュリティー管理体制を確立し，維持改善に

努めます。 


  利用者保護等管理方針 

当組合は，水産業協同組合法その他関係法

令等により営む事業の利用者等の正当な利益

の保護と利便性を確保するため，以下の方針

を遵守します。 

また，利用者の保護と利便性の向上に向け

て継続的な取り組みを行ってまいります。 

 

（顧客説明管理） 

1．当組合は，組合員・利用者に対する取引又

は金融商品の説明および情報提供を適切か

つ十分に行います。 

 

（顧客サポート管理） 

2．当組合は，組合員・利用者からの相談・苦

情等については，公正・迅速・誠実に対応

し，利用者の理解と信頼が得られるよう適切

かつ十分に対応いたします。 

（利用者情報管理） 

3．当組合は，組合員・利用者に関する情報に

ついては，法令等に基づく適正かつ適法な

手段により取得・利用するとともに，情報の紛

失，漏洩および不正利用の防止のために，

必要かつ適切な措置を講じます。 

 

（外部委託管理） 

4．当組合は，組合が行う事業を外部に委託す

るにあたっては，利用者情報の管理や利用

者への対応が適切に行われるよう努めます。 
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  苦情受付体制 

当組合は，本所並びに各支所に苦情等受付

窓口を設置し，お客様からの苦情等を真摯に

捉え，迅速かつ組織的に対応するとともに，組

合の業務運営に反映させることにより，組合員・

利用者への対応力の向上に取り組んでいま

す。 

 

  反社会的勢力との取引排除について 

当組合は，社会の秩序や安全に脅威を与え

る反社会的勢力との一切の関係を遮断し，確

固たる姿勢を堅持します。万一，不当要求等が

あった場合には，警察当局と連携のうえあらゆ

る手段を講じ対決していきます。 

 

  利益相反管理方針

金融機関の提供するサービスの多様化する

なか，当組合の信用事業関連業務および共済

事業関連業務において，お客様の利益保護の

観点から，お客様とのお取引に際し，お客様の

利益が不当に害されることを防止するため，次

のとおり利益相反管理方針を定めその概要を

公表いたします。 

 

1．対象取引の範囲 

本方針の対象となる「利益相反のおそれの

ある取引」は，当組合の行う信用事業関連業

務，共済事業関連業務にかかるお客様との取

引であって，お客様の利益を不当に害するお

それのある取引をいいます。 

 

2．利益相反のおそれのある取引の類型 

「利益相反のおそれのある取引」の類型およ

び主な取引例としては，以下に掲げるものが考

えられます。 

（1）お客様と当組合の間の利益が相反する類型 

（取引例） 

＊当組合の相対債権の肩代わりのために

アレンジャーとしてシンジケートローンを

組成する場合 

＊秘密保持契約を締結して特定部署が入

手したお客様の情報が他部署に漏洩し，

他の取引に利用される場合 

＊抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等

に該当する取引を行う場合 

（2）当組合の「お客様と他のお客様」との間の利

益が相反する類型 

（取引例） 

＊グループ会社との取引に際し，アームズ

・レングス・ルールに違反する場合 

＊接待・贈答を受け，又は行うことにより，特

定の取引先との間で一般的な水準から

乖離した水準で取引を行う場合 

 

3．利益相反のおそれのある取引の特定の方法 

利益相反のおそれのある取引の特定は，以

下のとおり行います。 

（1）利益相反のおそれのある取引について，利

益相反管理統括部署があらかじめ類型化

します。 

（2）各部署においては，取引を行う際に，当該

取引が利益相反のおそれのある取引として

類型化された取引に該当するか確認しま

す。 

（3）利益相反のおそれのある取引に該当すると

判断した場合は，利益相反管理統括部署

に報告します。 

（4）各部署で，利益相反のおそれのある取引に
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該当するか判断しかねる場合，又は，類型

には該当しないが利益相反のおそれのある

取引に該当すると疑われる場合は，利益相

反管理統括部署に相談します。 

（5）利益相反管理統括部署は各部署からの相

談を受けて，各部署と協議のうえ(必要に応

じて関係部署と協議)，当該取引が利益相

反のおそれのある取引であるかの特定を行

います。 

 

4．利益相反の管理の方法 

当組合は，利益相反のおそれのある取引を

特定した場合について，次に掲げる方法により

当該お客様の保護を適正に確保します。 

（1）対象取引を行う部門と当該利用者との取引

を行う部門を分離する方法 

（2）対象取引又は当該利用者との取引の条件

もしくは方法を変更し，又は中止する方法 

（3）対象取引に伴い，当該お客様の利益が不

当に害されるおそれがあることについて，当

該お客様に適切に開示する方法(ただし，

当組合が負う守秘義務に違反しない場合

に限ります。) 

（4）その他対象取引を適切に管理するための

方法 

 

5．利益相反のおそれのある取引の記録および

保存 

利益相反の特定およびその管理のために行

った措置については，当組合で定める内部規

則に基づき適切に記録し，保存いたします。 

 

6．利益相反管理体制 

（1）当組合は，利益相反のおそれのある取引

の特定および利益相反管理に関する当組

合全体の管理体制を統括するための利益

相反管理統括部署および統括者を定めま

す。この統括部署は，営業部門からの影響

を受けないものとします。また，当組合の役

職員に対し，本方針および本方針を踏まえ

た内部規則等に関する研修を実施し，利益

相反管理についての周知徹底に努めま

す。 

（2）利益相反管理統括者は，本方針に沿って，

利益相反のおそれのある取引の特定およ

び利益相反管理を実施するとともに，その

有効性を定期的に適切に検証し，改善い

たします。 

 

7．利益相反管理体制の検証等 

当組合は，本方針に基づく利益相反管理体

制について，その適切性および有効性を定期

的に検証し，必要に応じて見直しを行います。 
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 事業の概況（令和3年度） 

令和 3 年度は世界的に新型コロナウイルス

感染症が再拡大したことに伴い，多くの都道府

県で緊急事態宣言が発出され，経済活動が抑

制されるなど厳しい状況が続きましたがワクチ

ン接種の普及とともに感染者数が減少したこと

により，徐々に経済活動が再開されたものの，

新たな変異株が急拡大するなど，情勢の行方

について予測しがたい状況となりました。こうし

たコロナ禍において東日本大震災から復興し

た宮城県の姿を全国に発信するべく天皇，皇

后両陛下ご出席(ＷＥＢ)のもと開催いたしました

第 40 回全国豊かな海づくり大会～食材王国み

やぎ大会～は，多くの皆様や関係機関の絶大

な協力のもと盛会裏に終了することができまし

た。また，組織再編等合理化を進める中，北部

･中部･南部それぞれの施設保有漁業協同組

合を令和 4 年 3 月 22 日付で宮城県漁業協同

組合に吸収合併となることが宮城県により認可

されました。 

海洋環境では，レジームシフト等に加え，コ

ロナ禍による水産物需要の減少や魚価の下

落，主要魚種の漁獲不振，原油価格の高騰，

更には貝毒規制の長期化等，依然として漁家

経営は非常に厳しい状況にあります。 

このような中，当組合では漁業者自らが適切

な資源管理に取り組むとともに水産業の成長産

業化を両立させた活力ある漁業の構築を目指

し，国が策定した対策を活用し実践して参りま

した。 

一方，当漁協は東京電力福島第一原発にお

けるＡＬＰＳ処理水海洋放出の問題に関し，断

固反対の姿勢を貫いております。今後も将来に

向けた持続可能な漁業を確立するべく系統，

行政機関との連携を強化して参ります。 

当組合の主要養殖水産物においては，乾の

りは序盤の秋芽生産の出遅れを挽回すること

が叶わず，冷凍網生産へ移行し巻き返しに期

待している状況であります。販売面では，昨年

度より続く新型コロナウイルス感染症の影響とコ

ンビニを始めとする業務用不振により，平均単

価は昨年度水準の 10.7 円／枚となっておりま

す。 

かきについては，放卵が順調に進んだ事に

より出荷開始時から品質は概ね良好でしたが，

年内の価格には反映されませんでした。しかし

年明けから巣ごもり需要が伸びたことで量販店

の引き合いが強まり，例年より高値での取引が

続いておりますことで数量，金額共に前年度を

上回る結果となりました。 

わかめについては，国内産地表示の厳格化

の動きが強まったことや輸入の動向が不安視さ

れること等により三陸産わかめの引き合いが高

まりました。生産量こそ前年度に及びませんで

したが，金額では大きく伸長いたしました。 

ほたて貝については，種苗の生残率の向上

が現在の生産量を維持出来ている要因となっ

ております。流通面におきましても，国内の品

薄感や当県産の品質も評価されており高価格

帯で推移されていることで，数量，金額共に前

年度を上回りました。 

銀ざけについては，コロナ禍による巣ごもり

需要から量販店向けの販売が好調となりまし

た。養殖であるが故に安定した品質であること

や，その生産量から価格面の競争も生まれ，再

生産可能価格帯で漁期を終えることができまし

た。 

ほやについては，依然として海外販路が閉

ざされている中，国内消費の拡大に向け，生産

者の皆様や行政，量販店協力のもと消費宣伝

に努めました。 

冷凍加工品については，原料の高騰等によ

り前年度に続いた巣ごもり需要の確保には届き

ませんでしたが，利益確保に努め堅実な取引

を心掛けました。輸出戦略については，昨今の

社会情勢も影響し成果は未だ見られない年と

なりました。 
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購買事業については，ＯＰＥＣプラスの協調

減産決定や，欧米諸国の対立等，石油情勢の

先行きが不透明な状態が続いております。この

ような日々，燃料油の価格が大きく変動する中

ではありますが，ＪＦ全漁連をはじめ関係特約店

等と協議を図り仕入れコストの低減に努めまし

た。 

また，石油製品の供給については，海洋環

境の変化による水産資源の減少が起因した水

揚不振等が懸念される状況にあったものの，沿

岸小型漁船漁業をはじめ近海まぐろ延縄漁船

及び県外所属船を含むかつお漁船・さんま漁

船等に対し，ＪＦ全漁連と連携のもと，安定供給

に努めました。 

一方，資材の取り扱いについては，石油製

品の高騰に起因した原材料の値上げや，発泡

スチロール等の石油製品の値上げ，さらには輸

送コストの上昇も加わり，値上げ交渉が相次ぐ

中，既存取引先の協力のもと値上げ幅を最小

限に抑制するよう交渉を行い，適正な価格の保

持に努めるとともに，浜での展示会開催や漁協

広報誌を通じたキャンペーンを実施するなど，

漁業資材等に係る系統利用の向上に努めまし

た。 

信用事業については，依然として続くマイナ

ス金利の影響を受けての厳しい環境の中，貯

蓄推進では上乗せ金利の「ＡＴＭ限定，定期貯

金・定期積金金利上乗せキャンペーン」の実

施，また女性部との連携による個人貯金・年金

口座の獲得に努めました。 

貸付については，組合員等への適切な信用

供与を継続し，特に漁船リース事業について

は，関係機関と連携して「近代化資金」や「つな

ぎ資金」の融資を行って参りました。また，新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受

けている組合員等からの相談に丁寧な対応を

行うとともに，「返済猶予等の条件変更」や「運

転資金」の融資など様々な方策を組み合わ

せ，組合員等のニーズに合った支援を迅速か

つ積極的に行って参りました。 

激変する漁業環境への対応や，収益性の高

い生産体制が求められる中，浜の負託に応え

るべく水産物の安定供給や資源管理はもとより

漁家経営向上のため組合業務の一層の効率

化を図り，所得増嵩に向けた取り組みを積極的

に実施して参りました。 

本年度の収支においては，販売事業取扱高

の計画下振れ等により，事業利益 79 百万円に

留まったものの，計画外の事業外収益及び特

別利益があったことにより経常利益 2 億 3 百

万円，当期剰余金 2 億 8 百万円を計上しまし

た。 

自己資本比率については，16.65％から 0.5

ポイント下降しましたが，16.15％を維持すること

ができました。これも偏に組合員並びに関係者

皆様のご協力の賜物であり心から感謝申し上

げますとともに，今後とも組合系統事業に格別

のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

主な事業活動と成果は以下のとおりでありま

す。 

① 復興対策事業 

本年度は，東日本大震災後に設立した北

部･中部･南部施設保有漁業協同組合が 11

年目を迎え，一定の役割を果たしたことから宮

城県漁業協同組合との吸収合併に向け，令

和 3 年 9 月 10 日に北部･中部･南部施設保有

漁業協同組合と合併仮契約調印式を行いま

した。令和 3 年 10 月 19 日に北部施設保有漁

業協同組合，10 月 20 日に中部施設保有漁

業協同組合，10 月 21 日に南部施設保有漁

業協同組合，10月22日には宮城県漁業協同

組合で合併に関する臨時総会が執り行われ，

組合員のご理解のもと全ての漁協において承

認可決となり，令和 4 年 3 月 23 日には宮城県

より合併に関する認可もなされ，令和 4 年 4 月

1 日付けにて合併に関する登記を行う予定と

なっております。 

なお，平成 23 年度以降に取得した養殖機

器並びに漁船，漁具漁網等を 3 施設保有漁
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協から組合員に対して，1,283 件の払下げを

行いました。 

3 施設保有漁業協同組合から継承する共

同利用施設等に関しましては，宮城県漁業協

同組合が維持管理に努め，利用事業として活

用いたします。 

② 信用事業 

本年度における窓口業務については，金

融センター3 店舗，曜日限定店舗 11 店舗の

合計 14 店舗とＡＴＭ22 台で実施をして参りま

した。 

貯金については，新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴い水産物需要の大幅な減少や

魚価が下落しているなかで，「ＡＴＭ限定，定

期貯金・定期積金金利上乗せキャンペー

ン」，女性部と連携した貯蓄推進運動の他，当

組合での年金受給を呼び込む年金推進運動

を展開して個人貯金の獲得に取り組んだ結

果，個人貯金は 463 億 91 百万円（計画対比

100％，前年度対比 99％）の実績になりまし

た。一方，宮城県及び沿岸市町からの公的貯

金や系統団体等からの貯金が増加したことか

ら，本年度末の貯金残高は 753 億 88 百万円

（計画対比 119％，前年度対比 107％）と目標

を達成することが出来ました。 

貸出金については，新型コロナウイルス感

染症の拡大に伴い影響を受けている組合員・

利用者からの相談に丁寧な対応を行うととも

に，返済猶予などの条件変更や運転資金の

融資など様々な方策を組み合わせ，組合員・

利用者のニーズに合った支援を迅速かつ積

極的に行って参りました。また，組合員・利用

者への適切な信用供与を継続するとともに，

漁船リース事業及び新リース事業を活用して

組合員の漁業構造改革に係る取り組みに必

要な資金を円滑に供給し，持続可能な収益

性の高い漁業操業体制への転換に寄与しま

した。年度末の貸出金残高は 120 億 98 百万

円（計画対比 103％，前年度対比 100％）と目

標を達成することが出来ました。  

③ 共済事業 

本年度は，ＪＦ共済新 3 か年計画「浜の安心

を未来へ～広げよう共済の輪～」をスローガン

に普及推進にあたる 2 年目となり，宮城県ＪＦ

共済推進本部長（当組合の寺沢代表理事組

合長）を先頭に各支所運営委員及び職員，ま

た共同元受機関の共水連東北事業本部及び

宮城支店が一体となって，組合員および当組

合新人職員を含めた職員に対する推進を継

続するとともに，令和 3 年 10 月より普通厚生

共済「チョコー」に新たに介護共済「あしす

と」，「あしすとぷらす」が登場し10月以降重点

的な推進を行いました。 

しかしながら，新型コロナウイルス感染拡大

により予定していた各種会合が中止,縮小され

るなど普及推進への影響は大きく，長期共済

では普通厚生共済「チョコー」が目標 35 億円

の保障額に対し契約件数 170 件･保障額 9 億

52 百万円（達成率 27.2％）の実績，生活総合

共済「くらし」は目標 31 億 60 百万円の保障額

に対し，契約件数 141 件･保障額 19 億 97 百

万円（達成率 55.8％）の実績となりました。  

短期共済に関しては「ノリコー」が目標保障

額 258 億 60 百万円に対し，239 億 99 百万円

（達成率 92.7％）と目標に近づき，「カサイ」は

目標保障額 212 億 60 百万円に対し，214 億

98 百万円（達成率 101.1％）と目標を達成する

ことが出来ました。 

支払共済金は長期共済「チョコー」の満期

到来が増加したことにより 960 件 10 億 19 百

万円，「くらし」941 件 3 億 80 百万円，「漁業者

年金」649 件 93 百万円，短期共済は「ノリコ

ー」23 件 6 百万円，「カサイ」1 件 0.2 百万円

の支払実績となりました。 

④ 購買事業 

石油情勢については，世界的に新型コロナ

ウイルスのワクチン接種が進展し，社会経済

活動が正常化したこと等を背景に，ＯＰＥＣプ
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ラスが協調減産の段階的縮小を決定したこと

等を受けて，4 月初旬に 60 ドル／バーレル前

後で推移していたドバイ原油は，10 月末には

84 ドル／バーレル前後まで上昇しました。さら

には，ウクライナをめぐるロシアと欧米との対

立が激化したこと等により，3 月末には 111 ド

ル／バーレル前後まで上昇しております。 

一方国内においても，国際石油情勢を受

け，燃料油価格の高騰が続いておりました

が，国の「コロナ感染症及び国際情勢の緊迫

化に伴う燃料油価格激変緩和対策事業」が講

じられたこと等により，上昇が緩和されており

ますが，いまだ先行き不透明な状況は続いて

おります。 

このように，日々燃料油の価格が大きく変

動する中ではありますが，石油製品の仕入に

ついては，ＪＦ全漁連をはじめ石油元売及び

特約店等と価格について協議を図るなど，仕

入コストの低減に努めました。 

また，石油製品の供給については，海洋環

境の変化による水産資源の減少が起因した

水揚不振等が懸念される状況にあったもの

の，沿岸小型漁船漁業をはじめ近海まぐろ延

縄漁船及び県外所属船を含むかつお漁船･さ

んま漁船等に対し，ＪＦ全漁連と連携のもと，安

定供給に努めました。 

一方，資材の取り扱いについては，石油製

品の高騰に起因した原材料の値上げや，発

泡スチロール等の石油製品の値上げ，さらに

は輸送コストの上昇も加わり，値上げ交渉が

相次ぐ中，既存取引先の協力のもと値上げ幅

を最小限に抑制するよう交渉を行い，適正な

価格の保持に努めるとともに，浜での展示会

開催や漁協広報誌を通じたキャンペーンを実

施するなど，漁業資材等に係る系統利用の向

上に努めました。 

この結果，購買事業全体では取扱高 68 億

96 百万円（計画対比 100.76％，前年対比

102.04％）の実績となりました。 

⑤ 販売事業 

a) 浅海品 

乾のりについては，今期入札は昨年 11 月

17日にスタートし,序盤は高水温と芽伸びが進

まず，品質的にもバラつきが目立ち，秋芽生

産は出遅れを挽回できないまま終了しまし

た。冷凍網生産の巻き返しに期待されました

が，全体的に色が浅く，採水された栄養塩状

況は漁期を通して低調なまま，現在も生産続

行中の浜は色を見極めながらの生産，一部で

は網の整理に向かっている状況です。その結

果，前年対比の数量が 69％，金額が 75％と

なっています。 

かきについては，10 月 11 日から生食用む

き身共販を開始し，今期は前年よりも放卵が

進んだ個体などが多く，粒の大きさとともに品

質評価は上々でしたが，価格は伸び悩み平

均単価が過去 10 年で最安値となりました。し

かし，年明けからの新型コロナウイルス新規感

染者数の急拡大で外食需要は再び失速した

ものの，巣ごもり消費が伸長し，量販店の引き

合いが強まりました。その結果，前年対比の

数量が 124％，金額が 132％となりました。 

わかめについては，2 月 17 日に三陸のトッ

プを切って共同販売がスタートしました。コロ

ナ禍で外食向けの引き合いが弱かったため，

メーカーによっては越年在庫に余裕を持てて

いる中で，前年に原料を確保できなかったメ

ーカーは買い付けを急いでいる傾向がみられ

ました。また,国内産地表示の厳格化の動きが

強まったことや輸入の動向が不安視されること

等により三陸産わかめの引き合いが強まり，

売り込んでしまいたいというメーカーの思惑も

あり相場は高騰している状況です。その結

果，金額，平均単価ともに前年対比 145％とな

りました。 

ほたて貝については，県内のほたて養殖の

９割は北海道からの移入貝に頼っています

が，半成貝の生残率が良く，水揚量は回復基

調にある一方で浜値は若干低迷しています。
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麻痺性貝毒が広範囲で長期化し，夏場に主

力の活貝が安定出荷できないのが１つの要因

となっていますが，出荷自主規制中でも生

玉，玉冷向けの水揚げは可能で，今後も生玉

を首都圏の高級すし店や割烹などにアピー

ルしていくほか，玉冷の輸出に力を入れる方

針であり，継続的に水揚促進に努めた結果，

前年対比の数量が 111％，金額が 135％，平

均単価が 122％となりました。 

銀ざけについては，当初，海外鮭鱒類の大

量輸入により，販売が鈍化すると見込まれて

いましたが，新型コロナウイルスの影響で予想

していたよりも輸入量が減少したことやコロナ

禍の中，巣ごもり需要の拡大により量販店の

取扱数量が増加した事も要因となり滞りなく水

揚げされたことから，平均単価 561.6 円／ｋｇと

なりました。 

ほやについては，昨年の生産量は全国一

を誇っています。しかし，大消費地の韓国が

東京電力福島第一原発事故を理由に2013年

から禁輸措置を継続しているため，国内の販

路開拓と消費拡大が最重要課題となってお

り，生産者，行政，関連企業，各団体と協力の

もと対策を講ずる必要性があります。 

各養殖生産物の衛生対策については，本

年度も，貝毒，ノロウイルス等の検査計画を県

の協力のもと実施し，安全確認に努めました。 

以上により，本年度の総取扱金額は計画対

比 99％，前年対比 105％となる，237 億 85 百

万円の実績となりました。 

ｂ） 冷凍加工品 

製品･通販分野においては，昨今の社会情

勢の長期化により通販会員登録の減少や巣

ごもり需要の伸び悩みにより一定の成果が得

られませんでした，また，輸出業向けの原料

分野では，思うような結果が見られず厳しい年

となりました。 

また，加工分野におきましては，前年度同

様に本県主要生産物の流通対策としまして，

国の助成事業を活用し実施いたしました。 

c) 流通推進 

県内外の飲食店，首都圏以外の量販店に

対し，県内産水産物の食材やメニューの提案

を継続して行いました。イベント開催などのＰ

Ｒ企画は，社会情勢の影響により自粛いたし

ましたが，ギフト商品提案や量販店での特売

の回数を増やすことで消費拡大の啓蒙を行い

ました。 

⑥ 指導事業 

本年度は秩序ある漁業生産活動や組合員

の漁業経営の維持・確立に向け，以下の事項

に重点的に取り組みました。 

資源管理の推進及び協調操業の維持に向

け，組合員による資源管理計画や漁場利用

計画の策定・実施を支援するとともに，漁船漁

業にかかる部会等での協議を通じ円滑な操

業調整及び保護区域にボンデンの設置，自

主調整方針の作成などに取り組みました。  

密漁防止の取り組みに関しては，密漁防止

用看板の設置補助を新たに行うことで密漁に

対する意識向上につとめながら各漁港等の巡

回を行い密漁防止の呼びかけ活動を実施い

たしました。また，海難防止の取り組みについ

ては，ＬＧＬ（ライフガードレディース）の協力の

もと講習会を各地で開催しライフジャケット着

用推進運動及び安全操業のチラシ等での周

知を実施いたしました。 

漁業者所得の向上･安定に向けては，引き

続き「漁業収入安定対策事業」，「漁業経営セ

ーフティーネット構築事業」，「漁業用燃油緊

急特別対策」の積極的な加入推進及び円滑

な遂行を目指し，その結果，漁業共済契約は

9,491 件・190 億 95 百万円，積立ぷらす 1,210

件･8 億 83 百万円の加入実績（契約高）となり

ました。また，漁業経営セーフティーネット構

築事業は 561 名の加入実績となりました。さら

に，漁船保険組合と連携して漁船保険の加入

推進にも取り組み，加入は 6,592 件，保険金
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額は 282 億75 百万円となりました。そのほか，

「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」に

より，組合員 32 名が省エネ型の漁船推進機

関･ほたて自動耳吊機を導入することによって

燃油経費の更なる削減に取り組みました。 

担い手対策においては，新規就業者の受

入促進や後継者の漁労技術向上を図るため

の「新規漁業就業者確保事業」に取り組み，

本年度においては 6 件・研修生 6 名が認可を

受け，累計で 40 件・研修生 40 名となっており

ます。 

さらに，漁業者の所得向上及び担い手対

策とともに円滑な漁船更新を目的とする施策

である「浜の担い手漁船リース緊急事業」と，

漁業者自らが適切な資源管理と収益性の向

上を両立させた「水産業成長産業化沿岸地域

創出事業（新リース）」を活用し，本年度末まで

にリース漁船・漁具を計 38 件導入することに

よりリース事業に取り組んでおります。 

東京電力福島第一原子力発電所における

多核種除去設備等（ＡＬＰＳ）処理水の海洋放

出について断固反対の姿勢を貫いており，懸

念される影響について，関係団体と連係し国

及び東京電力ホールディングス株式会社に

対し風評被害対策の必要な支援策を講じるよ

う提言して参りました。 

漁業権に関しては，漁業法の改正に対応し

た資源管理の状況等の報告を行い，適正に

行使いたしました。 

また，組合員資格審査については，その要

件整理を行い，9 月と 2 月に本所の組合員資

格審査委員会を開催し適切な審査に努めま

した。 

浜の活性化に向けた取り組みについては，

昨年度に続き新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から青年部活動・女性部活動はとも

に制限されたものの，ＷＥＢを活用したリモー

トでの会議体が主流となりました。青年部の活

動においては，第 12 回全国カキ・サミット兵庫

大会にＷＥＢ参加しましたが，「水産青年フォ

ーラム」については 2 年連続で中止せざるを

得ませんでした。女性部の活動については，

沿岸の未来を担う小中学生から多くの作品が

寄せられた「みやぎの海の子作文」の表彰式

を石巻市内において開催いたしました。また，

わかしお石けんニコニコ運動･アクセサリー販

売や貯金･共済推進等の活動を支援しており

ます。例年開催していた宮城県青年･女性漁

業者交流大会については，次年度への充電

期間として開催を見送りました。 

無線事業については，志津川海岸局 104

隻･表浜海岸局242隻･亘理海岸局128隻の，

3 局合計 474 隻の漁船が所属しております。こ

れにより広域かつ迅速な情報伝達が可能とな

ることで日々の漁業活動の円滑化を図ってお

ります。 

⑦ 管理部門 

労務関係の法改正に合わせた勤怠管理の

システム構築に向けて，全事業所並びに関係

部署に対して説明及びテスト作動を行い，現

時点での労務に関する改善点などを洗い出

し，改善策を検討しながら，令和 4 年度からの

本稼働への準備を行いました。 

システムについては，「宮城県北部施設保

有漁業協同組合」，「宮城県中部施設保有漁

業協同組合」，「宮城県南部施設保有漁業協

同組合」と｢宮城県漁業協同組合」の合併に伴

い，各法人で保有していたコンピュータシステ

ムの統合を行っております。 
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金融商品・サービスのご案内 

 

❖ 貯金業務 

組合員はもちろん，地域の皆様方からの貯金をお預りしております。目的・期間・金額にあわせ

てご利用いただいております。 

当組合のATMでは，ご入金・お引出し・残高照会・通帳記帳のほかにお振り込みや定期貯金の

お預け入れなどもお取り扱いしております。 

当組合のキャッシュカードは，ゆうちょ銀行・提携金融機関のATMにて，ご入金・お引き出し・残

高照会等がご利用いただけます。（JAバンクのATMでは，ご入金は出来ません。） 
 
 

  貯金商品 

当

座

性

 
 

 
 

 
 

 

総合口座 1冊の通帳で，普通貯金と定期貯金のご利用ができ，「貯める」「支払う」「借り

る」の機能を備えた口座です。普通貯金からのお支払金額が残高を超える場

合は，お預入定期貯金の90%(最高200万円)まで自動融資いたします。 

貯蓄貯金 普通貯金の便利さと金額階層別に応じた金利を兼ね備えた個人用の貯金です。 

当座貯金 小切手や手形をご利用いただく場合に便利な貯金です。 

通知貯金 余裕金を短期間だけ預けられ，普通貯金よりも高い金利で運用することがで

き，引出しは預入後最低7日間据え置き，引き出しの2日前に通知していただ

く貯金です。 

普通貯金 出し入れ自由で，暮らしのお財布替わりにご利用いただける貯金です。 

定

期

性 

スーパー定期貯金 お預入は1円から手軽に始められる定期貯金です。お預入期間は1ヵ月，3ヵ

月，6ヵ月，1年などから選べる定型方式と，満期日を指定できる期日指定方

式があります。 

大口定期貯金 1,000万円以上のまとまったお金の運用に有利な高利回りの定期貯金です。 

期日指定定期貯金 お預入から1年間以上の据置きのあと，いつでも満期日を指定できる定期貯

金です。お利息は1年ごとの複利計算方式で，長くお預入れいただくほど有

利な定期貯金です。 

変動金利型定期貯金         お預入から6ヵ月ごとに金利が変動する貯金です。 

積立定期貯金 組合員を対象に不慮の災害や老後に備えた積立型の貯金です。〈Ⅰ型・Ⅱ型 〉 

定期積金 毎月一定額を継続的に積立てる定額型と，最初に受取額を定め，毎回の積

立額と積立期間を決める目標型が選べます。 
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❖ 貸出業務 

組合員への貸出をはじめ，地域の皆様の暮らしに必要な資金を貸し出ししております。 

 

貸出金の種類 

手形貸付金 

資金使途     期間   貸出限度額      商品の概要      

短期運転資金 2年以内 所要額の範囲内 漁業者や水産加工業者などの事業

経営に必要な運転資金を融資してい

ます。 

漁業経営安定資金 2年以内 所要額の範囲内 漁船漁業の振興と経営安定化を図る

ため，漁船出漁の際に必要な仕込み等の

資金を融資する制度資金です。 

水産加工原魚購入資

金 
1年以内 8,000万円以内 水産加工原料確保の円滑化と経営安

定化を図るため，加工原魚の購入資

金を融資する制度資金です。 

漁業経営サポート資金 2年以内 500万円以内      又は指
定災害による漁業被
害額のいずれか低
い額 

風評被害等の社会的・経済的環境の

変化や局地的な災害等により，一時

的に経営が悪化するおそれがある際

に漁業経営の維持及び安定を図るた

めに必要な運転資金を融資する制度資金

です。 

マリンスポット・ローン 2年以内 500万円以内       漁業経営に必要な稚貝購入等の運

転資金を融資しています。 

その他の運転資金 2年以内 所要額の範囲内 事業又は生活に必要な資金を融資し

ています。 

 

証書貸付金 

資金使途     期間   貸出限度額      商品の概要      

漁業近代化資金 
 

20年以内 原則，事業費の80％
以内 

漁業者等の資本装備の高度化及び経

営の近代化を促進するための制度資金で

す。 

近代化関連資金 20年以内 事業費の範囲内 漁業近代化資金等に関連する設備

資金を融資しています。 

漁業経営維持安定資金 15年以内 原則，4,000万円以内 漁業経営再建のため，既往の事業

資金や未収金を借換する制度資金です

。 

ＪＦマリンバンクコロナ対
策長期資金 

10年以内 所要額の範囲内 新型コロナウイルス感染症により被

害を受けた漁業者に対し，中長期運

転資金を融資しています。 

長期運転資金 10年以内 所要額の範囲内 漁業者や水産加工業者などの事業

経営に必要な運転資金を融資して

います。 

漁協フリーローン 10年以内 300万円以内 目的に合わせた生活関連資金を融
資しています。 

住宅ローン 35年以内     5,000万円以内 住宅の新築，中古・分譲・マンション
等の購入，土地の購入，リフォーム，
他金融機関からの借換資金を融資して
います。 

ｼﾞｬｯｸｽ保証型ローン 20年以内 1,500万円 目的に合わせた生活関連資金を融

資しています。 

その他の資金 20年以内     事業費の80%以内         事業又は生活に必要な資金を融資

しています。 
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❖ 貸出業務 

組合員への貸出をはじめ，地域の皆様の暮らしに必要な資金を貸し出ししております。 

 

貸出金の種類 

手形貸付金 

資金使途     期間   貸出限度額      商品の概要      

短期運転資金 2年以内 所要額の範囲内 漁業者や水産加工業者などの事業

経営に必要な運転資金を融資してい

ます。 

漁業経営安定資金 2年以内 所要額の範囲内 漁船漁業の振興と経営安定化を図る

ため，漁船出漁の際に必要な仕込み等の

資金を融資する制度資金です。 

水産加工原魚購入資

金 
1年以内 8,000万円以内 水産加工原料確保の円滑化と経営安

定化を図るため，加工原魚の購入資

金を融資する制度資金です。 

漁業経営サポート資金 2年以内 500万円以内      又は指
定災害による漁業被
害額のいずれか低
い額 

風評被害等の社会的・経済的環境の

変化や局地的な災害等により，一時

的に経営が悪化するおそれがある際

に漁業経営の維持及び安定を図るた

めに必要な運転資金を融資する制度資金

です。 

マリンスポット・ローン 2年以内 500万円以内       漁業経営に必要な稚貝購入等の運

転資金を融資しています。 

その他の運転資金 2年以内 所要額の範囲内 事業又は生活に必要な資金を融資し

ています。 

 

証書貸付金 

資金使途     期間   貸出限度額      商品の概要      

漁業近代化資金 
 

20年以内 原則，事業費の80％
以内 

漁業者等の資本装備の高度化及び経

営の近代化を促進するための制度資金で

す。 

近代化関連資金 20年以内 事業費の範囲内 漁業近代化資金等に関連する設備

資金を融資しています。 

漁業経営維持安定資金 15年以内 原則，4,000万円以内 漁業経営再建のため，既往の事業

資金や未収金を借換する制度資金です

。 

ＪＦマリンバンクコロナ対
策長期資金 

10年以内 所要額の範囲内 新型コロナウイルス感染症により被

害を受けた漁業者に対し，中長期運

転資金を融資しています。 

長期運転資金 10年以内 所要額の範囲内 漁業者や水産加工業者などの事業

経営に必要な運転資金を融資して

います。 

漁協フリーローン 10年以内 300万円以内 目的に合わせた生活関連資金を融
資しています。 

住宅ローン 35年以内     5,000万円以内 住宅の新築，中古・分譲・マンション
等の購入，土地の購入，リフォーム，
他金融機関からの借換資金を融資して
います。 

ｼﾞｬｯｸｽ保証型ローン 20年以内 1,500万円 目的に合わせた生活関連資金を融

資しています。 

その他の資金 20年以内     事業費の80%以内         事業又は生活に必要な資金を融資

しています。 
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日本政策金融公庫の受託業務 

資金使途     期間   貸出限度額      商品の概要      

農林漁業セーフティ
ネット資金 

15年以内 1,200万円以内 災害や新型コロナウイルス感染症に

より被害を受けた漁業者に対し，事業

経営に必要な運転資金を融資する公庫

資金です。 

教育ローン      15年以内 350万円以内 入学金，授業料，入在学のための敷

金・家賃，通学費用等の教育資金を融資

する公庫資金です。 

漁船資金     15年以内     事業費の80%以内          漁船の建造・取得資金を融資する
公庫資金です。 

 

住宅金融支援機構の受託業務 

資金使途     期間   貸出限度額      商品の概要      

災害復興住宅融資         35年+5年以内     
(据置5年含) 

建設 3,700万円以内 
（土地1,000万円以内を含む） 

購入 3,700万円以内 
補修 1,200万円以内 

東日本大震災により被害を受けた方

に対する住宅の新築，土地購入等に

必要な資金を融資する公庫融資です。

 

漁業や水産加工業を営む方に，漁船の改造・建造又は取得，漁具，養殖施設，水産物処理

施設，水産物保蔵施設，水産物加工施設などの設備投資の際，低利の貸出金である漁業近

代化資金をご融資しております。 

また，新型コロナウイルス感染症による影響を受けた漁業者の方に，漁業経営の維持や再建

に必要な運転資金を融資するJFマリンバンクコロナ長期資金の取扱を開始しております。本資

金は，宮城県と農林中央金庫の利子補給により低利の貸出金となっております。 

事業に係る貸出金の他にも，住宅関連，自動車購入，教育資金などの生活関連資金も取り

扱っております。 
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❖ 共済事業 

共済事業は，組合員・組合員のご家族様並びに地域の皆様の暮らしを守ること

を最大の目的に掲げ，生命・建物(構築物)など割安な掛金で大きな保障，幅広い

保障をご提供しております。 

 

■□■ 取扱共済商品 ■□■ 

長期共済 

種 類 商品名 商品内容の紹介 

普通厚生共済 

 

 

終身共済 

 

 

 

万一の場合を一生涯保障する共済です。 

医療共済や特約を付加し，入・通院のほか，長生きへの祝金等を

お受取いただけます。 

 

特別終身共済 

 

 

 

健康に不安のある方や高齢の方むけで，万一の場合を生涯にわた

って保障し，その保障額が共済掛金払込期間中てい増します。 

一生涯の死亡保障で老後のもしもに備えられる共済です。 

 

定期満期共済 

 

 

 

一定期間中の万一による場合，生活習慣病による入院・手術を

手厚く保障し，さらに満期時には満期共済金をお受取いただけ

る，保障と貯蓄を兼ね備えた共済です。 

 

中途給付共済 

 

 

 

一定期間の万一の保障のほか，ご加入後3年ごとに中途給付金

をお受取いただけますので，ご旅行や趣味の資金としてご利用

いただけます。 

 

特別養老共済 

 

 

 

健康に不安のある方や高齢の方むけで，万一の場合を保障し，

その保障額がご加入からの期間に応じて，てい増します。70歳

または80歳の満期時には満期共済金をお受取いただけます 

ので，老後生活資金の造成と保障を兼ね備えている共済です。 

こども共済 

 

 

 

契約者を親とし，被共済者をお子様とする，お子様の万一の 

場合の保障と教育資金造成を兼ね備えた共済です。 

また，契約者の万一の場合にも保障があります。 

 

一時払こども共済 

 

 

 

お子様の教育資金と万一の保障を兼ね備えた，まとまった資金

を一度に払込いただだく共済です。 

祖父母も契約者として加入でき，お孫さんの教育資金援助にも 

お役立ていただけます。 

一時払介護共済 

 

 

 

まとまった資金を一度に払込いただくことで，年齢を重ねるに 

つれて高まる介護の不安や高度障害，万一の場合にも一生涯 

備えられる共済です。 

三大疾病保障 

特約付介護共済 

 

 

 

介護や高度障害の保障に加えて，三大疾病（がん・脳血管疾患

・心疾患）にもまとまった一時金で備えられる共済です。 

掛金負担の不安な若年層でも手頃な掛金で加入できます。 

生活総合共済 

 貯蓄をしながら建物や家財などを火災や自然災害から守る総合

的な補償で，満期時には満期共済金をお受取いただけます。 
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種 類 商品名 商品内容の紹介 

漁業者老齢 

福祉共済 

漁業者 60歳又は65歳から年金が受け取れ，終身年金コース，確定年金

コースの計6種類のなかから生活設計に併せてご自由に選択でき

ます。 

団体信用 

厚生共済 

 組合やJF信漁連などから融資を受けた方が万一の場合，その  

債務残高を保障します。 

 

 

 

 

短期共済 

種 類 商品名 商品内容の紹介 

火災共済 

 
 

 

建物や家財などを火災などから守る掛け捨て型の補償。1年更新

の短期共済ですので，お手頃な共済掛金で大切な財産を補償し

ます。 

乗組員厚生共済 
 

 
 

漁船乗組員，漁業従事者などの事故による万一の場合等を保障

する短期型の共済です。 

 

商品の詳しい内容については，組合本所・総合支所・金融センター・各支所の窓口へお問合せください。 

自動車保険等のご相談も承ります。 
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❖ 各種手数料一覧                  (令和4年7月1日現在) 

※ 各種手数料には消費税(10%)が含まれております。 

 

 

1. 内国為替の取扱手数料(1件につき) 

区分 金額 

振      込 

窓口 ATM JFﾏﾘﾝﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ 

  ご利用の場合 ご利用の場合 ご利用の場合 

系統宛 
3万円未満 220円 110円 110円 

3万円以上 440円 330円 330円 

他行宛 
3万円未満 550円 440円 270円 

3万円以上 770円 660円 440円 

 

 

2. 代金取立手数料                  3. その他の手数料 

区分 同一手形 左記以外  区分 手数料 

交換所 普通 至急  振込・送金の組戻 660円 

系統宛 無料 440円 440円  不渡手形返却        660円 

他行宛 440円 660円 880円  取立手形組戻        660円 

 

 

4. ATM入出金手数料 

JFマリンバンクのキャッシュカードでJFマリンバンクのATMをご利用される際の入出金手数料

は終日無料となっております。さらに，JAバンクのATMでの出金についても終日無料となってお

ります。また，セブン銀行，ゆうちょ銀行，ローソンATM，イーネットATMでの入出金についても

時間帯により無料となっております。 

 JFマリンバンク JAバンク セブン銀行 

ご入金   ご出金   ご入金   ご出金   ご入金   ご出金   

平日 

稼働開始～8:45 

終日無料 

 
 

お
取
り
扱
い 

し
て
お
り
ま
せ
ん 

終日無料    

110円 110円 

8:45～18:00 無料 無料 

18:00～稼働終了 110円 110円 

土曜 
9:00～14:00 無料 無料 

14:00～稼働終了 110円 110円 

日曜祝日     9:00～稼働終了 110円 110円 
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 ゆうちょ銀行 ローソンATM イーネットATM 

ご入金   ご出金   ご入金   ご出金   ご入金   ご出金   

平日 

稼働開始～8:45 110円 110円 110円 110円 110円 110円 

8:45～18:00 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

18:00～稼働終了 110円 110円 110円 110円 110円 110円 

土曜 
9:00～14:00 110円 110円 無料 無料 無料 無料 

14:00～稼働終了 110円 110円 110円 110円 110円 110円 

日曜祝日     9:00～稼働終了 110円 110円 110円 110円 110円 110円 

 

(1) 上表は，JFマリンバンクのキャッシュカードをご利用した場合です。 

(2) 通帳での「出金」はご利用になれません。また，県外JFマリンバンク・ゆうちょ銀行・JAバンク・他行の通帳での

「入金」，「通帳記入」はご利用になれません。 

(3) 稼働時間はATMにより異なります。ATM稼働時間であってもJFマリンバンクのキャッシュカードによるお取引

ができない場合がございます。詳しくはお近くのJFマリンバンク又はご利用ATMの掲示等でご確認ください。 

(4) ご利用の金融機関により，手数料が異なる場合がございます。詳しくはご利用のATMの掲示等でご確認くだ

さい。 

(5) 法人名義のキャッシュカードにつきましては，本組合ATMでのみご利用になれます。 

 

 

※ＡＴＭ入出金手数料の「キャッシュバック」のお知らせ 

 銀行，コンビニでのＡＴＭ入出金手数料（月4回迄）を，翌月にご利用口座へご入金いたします。 
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ATM設置場所 

設置場所 所在地 連絡先店舗 営業時間 

本所 石巻市開成1-27 金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：00～21：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

気仙沼総合支所       
（信用共済店舗） 

気仙沼市長磯船原32 金融センター 
0226-26-4720 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

気仙沼総合支所       
（港町） 

気仙沼市港町503-6 金融センター 
0226-26-4720 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

唐桑支所 気仙沼市唐桑町字馬場176-1 金融センター 
0226-26-4720 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

歌津支所 
(名足出張所） 

本吉郡南三陸町歌津字名足81-2 金融センター 
0226-26-4720 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

志津川支所 本吉郡南三陸町志津川字大森町202-3 金融センター 
0226-26-4720 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

志津川支所（戸倉出張所

）※現金非対応機 
本吉郡南三陸町戸倉字津の宮1 金融センター 

0226-26-4720 
平 日/8：30～17：00 
土日祝日/休止 

気仙沼地区支所  
（大島出張所） 

気仙沼市浅根100-2 金融センター 
0226-26-4720 

平 日/8：30～17：00 
土日祝日/休止 

石巻総合支所 
（信用共済店舗） 

石巻市渡波字栄田97 金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

雄勝町雄勝湾支所 石巻市雄勝町下雄勝1丁目1-1 
（雄勝観光物産交流館前 駐車場内） 

金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

女川町支所 牡鹿郡女川町市場通り66 
（女川地方卸売市場管理棟3階） 

金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：00～17：00 
土日祝日/休止 

表浜支所 石巻市給分浜羽黒下3-10 金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

石巻湾支所 石巻市塩富町1丁目1-3 金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

北上町十三浜支所 石巻市北上町十三浜字猪の沢70-4 金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：30～17：00 
土日祝日/休止 

寄磯前網支所 石巻市寄磯浜前浜28-4 金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：30～17：00 
土日祝日/休止 

石巻市東部支所 石巻市狐崎浜字鹿立屋敷42 金融センター 
0225-24-1145 

平 日/8：30～17：00 
土日祝日/休止 

塩釜総合支所 
（信用共済店舗） 

塩釜市新浜町2丁目9-32 金融センター 
022-361-9210 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

宮戸西部支所 東松島市宮戸字里81-11 金融センター 
022-361-9210 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

塩釜市浦戸支所 塩釜市浦戸桂島字庵寺30-3 金融センター 
022-361-9210 

平 日/8：30～17：00 
土日祝日/休止 

塩釜市浦戸東部支所 
※現金非対応機 

塩釜市浦戸寒風沢字湊136-1 金融センター 
022-361-9210 

平 日/8：30～17：00 
土日祝日/休止 

七ヶ浜支所 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字舘下198 金融センター 
022-361-9210 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

仙南支所 亘理郡亘理町荒浜字築港通り6-22 金融センター 
022-361-9210 

平 日/8：45～19：00 
土 日/9：00～17：00 
祝 日/休止 

＊ 上記の他に提携金融機関のATMをご利用いただけます。 
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5. その他の各種手数料 

◇貯金・貸出業務関係 

＊当座貯金手数料 

 ➢ 小切手帳交付手数料 

 ➢ 手形帳交付手数料 

1冊につき 

1冊につき 

2,200円 

2,200円 

＊再発行手数料 

 ➢ 通帳・証書の再発行(1冊又は1葉) 

 ➢ キャッシュ・カードの再発行 

1,100円 

1,100円 

 注) 上記は，お客様の明らかな責による紛失，毀損等の場合に申し受けます。 

＊各種残高証明書及び履歴証明関係手数料 

 ➢ 残高証明書 

定期・定型様式                    

  随時発行                    

  漁協所定様式以外のもの             

  取引履歴証明書(未記帳取引を含む)         

1通につき 

1通につき 

1通につき 

1口座あたり 

440円 

660円 

2,200円 

2,200円 

 注1) 住宅取得減税・公共団体への残高証明書は除きます。 
 
 
◇窓口業務関係 

両替等 手数料 

1 ～ 50枚 まで 無料 

51 ～ 500枚 まで 220円 

501 ～ 1,000枚 まで 330円 

1,001 ～ 1,500枚 まで 440円 

1,501 ～  2,000枚 まで 660円 

 以降，1～500枚加算ごとに330円を加算します。  
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❖ 組合の組織 

組合員数 

資格別 令和2年度 令和3年度 増減 

正組合員 2,534人 2,415人 △119人 

准組合員 5,060人 4,912人 △148人 

合 計     7,594人 7,327人 △267人 

 

役員 

                                                                 令和4年7月1日現在 

役職名 常勤・非常勤の別     氏  名 就任年月日 備  考 

理 
 

事 

代表理事組合長 常 勤 寺沢春彦 令和 2年 6月30日 員外理事 

七ヶ浜支所運営委員会委員長 

平成29年6月30日より経営管理委員 

副組合長理事 非常勤 木村千之 令和 2年 6月30日 表浜支所運営委員会委員長 

平成23年7月27日より経営管理委員

理  事 非常勤 伏見眞司 令和 2年 6月30日 石巻地区支所運営委員会委員長 

〃 非常勤 大和久男 令和 2年 6月30日 雄勝町東部支所運営委員会委員長

〃 非常勤 菊地幹彦 令和 2年 6月30日 仙南支所（亘理）運営委員会委員長 

〃 非常勤 佐々木孝男 令和 2年 6月30日 志津川支所運営委員会委員長 

〃 非常勤 菊田 守 令和 2年 6月30日 気仙沼地区支所運営委員会委員長

〃 非常勤 内海勇一 令和 2年 6月30日 塩釜市浦戸支所運営委員会委員長 

〃 非常勤 阿部敏雄 令和 2年 6月30日 女川町支所運営委員会委員長 

〃 非常勤 千葉富夫 令和 2年 6月30日 宮戸支所運営委員会委員長 

〃 非常勤 髙橋和志 令和 2年 6月30日 大谷本吉支所運営委員会委員長 

〃 非常勤 阿部 洋 令和 2年 6月30日 歌津支所運営委員会委員長 

専務理事 常 勤 平塚正信 令和 2年 6月30日 員外理事 

平成30年6月29日より理事 

常務理事 常 勤 渡辺裕季 令和 2年 6月30日 員外(総務・指導事業担当) 

〃 常 勤 鹿又哲夫 令和 2年 6月30日 員外(信用共済事業担当) 

〃 常 勤 立花洋之 令和 2年 6月30日 員外(経済事業担当)・販売担当理事

監 
 

事 

代表監事      非常勤 鈴木政志 令和 2年 6月30日 七ヶ浜支所運営委員会副委員長              

監 事      非常勤 鈴木章登 令和 2年 6月30日 唐桑支所運営委員会委員長 

〃 非常勤 石森裕治 令和 2年 6月30日 石巻市東部支所運営委員会委員長 

常勤監事      常 勤 寺嶋則雄 令和 2年 6月30日 員外 
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❖ 組織機構図 

                                                     令和4年7月1日現在 
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ー

　塩釜市第一支所

融資課

　松島支所

金融共済課

　七ヶ浜支所

　仙台支所

石
巻
金
融
セ
ン
タ
ー

融資課

金融共済課

　鳴瀬支所

組

合

員

資

格

審

査

委

員

会
共済課

　塩釜市浦戸支所

漁
業
種
別
部
会

支
所
漁
業
種
別
部
会

地

区

組

合

員

資

格

審

査

委

員

会

信
用
共
済
部

融資審査課 　宮戸支所

　宮戸西部支所
金融課

　塩釜市浦戸東部支所

気

仙

沼

金

融

セ

ン

タ
ー

　谷川支所

総
務
部

経理課

総
会

総
代
会

理
事
会

代
表
理
事
組
合
長

副
組
合
長
理
事

漁
業
権
管
理
委
員
会

漁

業

権

管

理

委

員

会

支

部

融資課

　寄磯前網支所

金融共済課

　矢本支所

常
務
理
事

(

信
用
共
済
事
業
担
当

)

専
務
理
事

　網地島支所

常
務
理
事

(

総
務
･
指
導
事
業
担
当

)

塩
釜
総
合
支
所

総務指導課

　表浜支所
販売課

　石巻地区支所

　石巻市東部支所
購買課

　石巻湾支所

　河北町支所
融
資
金
融
セ
ン
タ
ー

情報システム課

人事課

　志津川支所

　　戸倉出張所
総務指導課

　北上町十三浜支所

監
査
室

経
営
統
括
部

販売課

　雄勝町雄勝湾支所
購買課

　雄勝町東部支所

　女川町支所

石
巻
総
合
支
所

常
務
理
事

(

経
済
事
業
担
当

)

経
済
事
業
部

販売課

購買課

　唐桑支所

監
事
会

気
仙
沼
総
合
支
所

総務指導課

　気仙沼地区支所

代
表
監
事

常
勤
監
事

　　大島出張所販売課

　大谷本吉支所
購買課

　歌津支所

　　名足出張所
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❖ 店舗一覧                           令和4年7月1日現在 

店舗名称 郵便番号 住所 電話番号 

気仙沼総合支所 988-0021 気仙沼市港町503-6 0226-22-0710 

気仙沼金融センター 988-0222 気仙沼市長磯船原32 0226-26-4720 

唐桑支所 988-0535 気仙沼市唐桑町字馬場176-1 0226-32-3180 

気仙沼地区支所 988-0222 気仙沼市長磯船原32 0226-27-3030 

大谷本吉支所 988-0273 気仙沼市本吉町三島14-3 0226-44-2221 

歌津支所 988-0273 本吉郡南三陸町歌津字伊里前100-9 0226-36-2002 

志津川支所 986-0732 本吉郡南三陸町志津川字大森町202-3 0226-46-2800 

石巻総合支所 986-2135 石巻市渡波字栄田97（2階） 0225-24-2131 

石巻金融センター 986-2135 石巻市渡波字栄田97（1階） 0225-24-1145 

北上町十三浜支所 986-0201 石巻市北上町十三浜猪の沢70-4 0225-66-2011 

雄勝町雄勝湾支所 986-1333 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12-36 0225-57-2211 

雄勝町東部支所 986-1332 石巻市雄勝町小島字和田18-13 0225-61-3025 

女川町支所 986-2283 牡鹿郡女川町市場通り66 0225-53-2188 

網地島支所 986-2525 石巻市長渡浜長渡72 0225-49-2211 

表浜支所 986-2411 石巻市給分浜羽黒下3-10 0225-46-2136 

石巻地区支所 986-2135 石巻市渡波字佐須98-2 0225-24-0391 

石巻市東部支所 986-2344 石巻市狐崎浜字鹿立屋敷42 0225-90-2131 

石巻湾支所 986-2114 石巻市塩富町一丁目1-3 0225-24-2111 

河北町支所 986-0032 石巻市渡波字栄田97(石巻総合支所内) 0225-24-1922 

谷川支所 986-2402 石巻市谷川浜中井道13-4 0225-48-2065 

寄磯前網支所 986-2404 石巻市寄磯浜前浜28-4 0225-48-2251 

塩釜総合支所 985-0001 塩釜市新浜町三丁目6-27 022-363-1241 

塩釜金融センター 985-0001 塩釜市新浜町二丁目9-32 022-361-9210 

矢本支所 981-0502 東松島市大曲字沼尻14-2 0225-82-2006 

鳴瀬支所 981-0413 東松島市新東名四丁目14-4 0225-88-3133 

宮戸支所 981-0412 東松島市宮戸字前田57-1  0225-88-2112 

宮戸西部支所 981-0412 東松島市宮戸字里81-11 0225-88-3311 

塩釜市浦戸東部支所 985-0194 塩釜市浦戸寒風沢字湊136-1 022-369-2111 

塩釜市浦戸支所 985-0192 塩釜市浦戸桂島字庵寺30-3 022-369-2211 

塩釜市第一支所 985-0001 塩釜市新浜町三丁目6-27(塩釜総合支所内) 022-365-0181 

松島支所 981-0215 宮城郡松島町高城字浜38-5 022-354-2511 

七ヶ浜支所 985-0803 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字舘下198 022-349-6222 

仙台支所 983-0013 仙台市宮城野区中野五丁目9番地の5 022-388-9677 

仙南支所（閖上） 989-2311 亘理郡亘理町荒浜字築港通り6-22 022-385-0711 

仙南支所（亘理） 989-2311 亘理郡亘理町荒浜字築港通り6-22 0223-35-2111 

仙南支所（山元） 989-2311 亘理郡亘理町荒浜字築港通り6-22 0223-35-2111 

本所 986-0032 石巻市開成1-27 0225-21-5711 

融資金融センター 986-0032 石巻市開成1-27（1階） 0225-21-5779 
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❖ 子会社 

会社名 株式会社 宮城県水産会館 

代表者名 代表取締役社長 寺沢春彦 

設立年月日 昭和47年11月 6日 

事業内容 事務所賃貸 

所在地 石巻市開成1番27 

施設の概要 宮城県水産会館 平成20年3月竣工 

資本金総額 100,000千円 

 うち組合出資額 

（組合が保有する議決権の比率） 
97,492千円（97.5%） 

役員数 6人 

 うち組合役員との兼務者数 6人 

うち組合職員との兼務者数 

（出向者を含む） 
0人 

社員数 0人 

 うち組合出向職員 

（兼務者を含む） 
0人 

組合に対する債務額 281,588千円 

 買 掛 金 

借 入 金 

そ の 他 

    0千円 

75,500千円 

206,088千円 

組合に対する債権額 20,843千円 

 売 掛 金 

そ の 他 

   0千円 

20,843千円 

組合との取引状況  

 組合との取引による収益総額 

組合との取引による費用総額 

30,650千円 

5,398千円 

 

❖ 特定信用事業代理業の状況 

区 分      氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代理業を営む営業者 

又は事業所の所在地

特定信用事業代理業務 － － － 
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❖ 業績 

 

信用事業 

 

(1) 貯金業務 種類別・貯金者別貯金残高                         （単位：千円） 

種 類     令和2年度 令和3年度 

要
求
払
貯
金 

当座貯金 159,283 (0.23%) 259,257 （0.34％）

普通貯金 39,041,680 (55.25%) 39,748,070 （52.72％）

納税準備金 0 (0.00%) 0 （0.00％）

貯蓄貯金 21,341 (0.03%) 21,689 （0.03％）

別段貯金 530,984 (0.75%) 498,872 （0.66％）

当座性貯金           (A) 39,753,288 (56.25%) 40,527,889 （53.76％）

定
期
性
貯
金

 
 

 
 

  

定期貯金 30,539,831 (43.22%) 34,475,358 （45.73％）

 うち固定自由金利貯金 30,537,829 (99.99%) 34,473,356 （99.99%）

うち変動自由金利定期 2,002 (0.01%) 2,002 （0.01%）

積立定期貯金 248,764 (0.35%) 268,755 （0.36％）

定期性貯金           (B） 30,788,596 (43.57%) 34,744,113 （46.09％）

定期積金                 (C） 125,818 （0.18％） 116,248 （0.15％）

合 計     (A)+(B)+(C) 70,667,702 （100.00%） 75,388,250 （100.00％）

預
り
先
別
明
細

組合員 40,832,968 (57.78%) 40,575,018 （53.82％）

員
外 

地方公共団体 10,595,787 (14.99%) 11,126,711 （14.76％）

その他 19,238,947 (27.22%) 23,686,521 （31.42％）

合 計     70,667,702 (100.00%) 75,388,250 （100.00％）

  （注1）固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期貯金 

 （注2）変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利    

定期貯金 

 （注3） （ )内は構成比です。 
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（2） 貸出業務                                             （単位：千円） 

種 類     令和2年度 令和3年度 増減 

短

期

 
 

 
 

手形貸付金 613,698 （5.08%） 884,031 (7.31%) 270,333

当座貸越 17,685 (0.15%) 14,944 (0.12%) △2,741

 計 (A) 631,384 （5.23%） 898,975 (7.43%) 267,592

長

期

 
 

 
 

 

証書貸付金    (B) 10,938,788 （90.54%） 10,687,025 (88.34%) △251,764

う
ち
制
度
資
金
貸
付 

漁業近代化資金 5,410,737 （44.78%） 5,918,537 (48.92%) 507,800

漁業経営維持安定資金 184,050 （1.52%） 155,475 (1.29%) △28,575

漁業経営震災復旧特別対策資金 2,500 （0.02%） 750 (0.01%) △1,750

暴風雨災害対策資金 2,000 （0.02%） 0 (0.00%) △2,000

 計 5,599,287 （46.34%） 6,074,762 (50.21%) △475,475

金融機関貸付 (C) 512,000 （4.24%） 512,000 (4.23%) 0

  合   計  (A)+(B)+(C) 12,082,172 （100.00%） 12,098,000 (100.00%) 15,828

う

ち

員

外

貸

付

 
 

 
 

 
 
 

地方公共団体 1,611,331 （26.94%） 1,285,411 (19.32%) △325,920

金融機関 512,000 （8.56%） 512,000 (7.70%) 0

その他 3,858,250 （64.50%） 4,854,680 (72.98%) 996,430

計 5,981,581 （100.00%） 6,652,091 (100.00%) 670,510

 

 

(3) 為替業務                             （単位：千円） 

種 類     
令和2年度 令和3年度 

仕 向 被仕向 仕 向 被仕向 

種

類

 
 

 
 

 
送金・振込 

（件数） （31,271） （37,497） (30,740) (38,617)

金額 75,976,601 76,208,829 68,720,042 79,299,580

代金取立 
（件数） （4） （39） (1) (23)

金額 3,500 366,128 1,000 252,116

合 計     
（件数） （31,275） （37,536） (30,741) (38,640)

金額 75,980,101 76,574,958 68,721,042 79,551,696

 

（4） その他の業務                           （単位：千円） 

区 分     

令和2年度 令和3年度 

組合員 組合員以外 組合員 組合員以外 

 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

金融機関等の業務の代理に 

付随して行う保証 
4 2,462 6 3,009 2 673 4 1,138
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共済事業 

 

 長期共済保有高                           （単位：百万円） 

種 類     令和2年度 令和3年度 

件数 共済金額 件数 共済金額 

普通厚生共済 5,828 35,574 5,372 32,130

生活総合共済 1,421 17,761 1,439 18,268

合   計 7,249 53,335 6,811 50,398

（共水連元受契約） 

漁業者老齢福祉共済 
1,215 74 1,100 70

（注１) 金額は保障金額（漁業者老齢福祉共済は基本年金額）を表示しております。 
（注２) 漁協の共済事業は，漁協と全国共済水産業協同組合連合会（以下，「共水連」という。）が共同して

共済契約をお引き受けしておりますが，組合と共水連との契約により，共済金等の支払い責任は，
全て共水連が負っております。  

 

 

  

 短期共済保有高                           （単位：百万円） 

種 類     令和2年度 令和3年度 

乗組員厚生共済 24,345 24,000 

火災共済        21,455 21,499 

合   計 45,800 45,498 
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購買事業 

 （単位：千円） 

             

 

 

 

販売事業 

                                              （単位：千円） 

              

 

  

品 目 
当 期 首 当  期 当 期 末 当  期 当  期 

繰越高     受 入 高 棚 卸 高 供給原価 供 給 高 

令和2年度 

石油類 25,495 2,430,556 37,137 2,418,914 2,555,628

資材類 124,579 3,992,363 119,223 3,997,719 4,200,442

生活物資 839 2,453 860 2,433 2,780

合  計 150,913 6,425,372 157,219 6,419,066 6,758,850

令和3年度 

石油類 37,137 3,024,654 36,997 3,024,794 3,155,999

資材類 119,223 3,554,904 141,763 3,532,364 3,738,601

生活物資 860 1,958 841 1,976 2,271

合  計 157,219 6,581,516 179,601 6,559,134 6,896,872

 

品 目 

買取販売 受託販売 

当期首 当期 当期末 当期 当期 本年度 受入手数料 

 繰越高 仕入高 棚卸高 販売原価 販売高 取扱高 手数料率    金額 

令
和
2 
年
度

生鮮魚貝藻類 13 107,879 61 107,831 114,029 18,601,238 3.17% 589,061

水産製品・加工品 34,902 1,134,490 29,811 1,139,581 1,229,304 5,982,835 6.71% 401,730

その他 17 51 16 51 64 117,154 3.17% 3,708

合計    34,932 1,242,421 29,889 1,247,464 1,343,397 24,701,227 4.03% 994,499

令
和
3 
年
度

生鮮魚貝藻類 61 127,827 131 127,757 133,989 21,241,801 3.15% 669,012

水産製品・加工品 29,828 430,805 55,538 405,095 483,840 4,681,724 6.71% 314,127

その他 0 0 0 0 0 131,469 3.28% 4,309

合計    29,889 558,632 55,669 532,852 617,829 26,054,994 3.79% 987,448
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製氷冷凍事業 

 
① 氷製造販売 

                                                            （単位：千円） 

区分 当期首繰越高 当期製造及び受入高       当期末棚卸高 当期供給原価 当期供給高 
令
和 
2 

年
度 

自家製造 0 2,653 0 2,653 16,896

仕入    138 1,647 40 1,745 3,143

合計    138 4,300 40 4,397 20,039
令
和 
3 

年
度 

自家製造 0 3,180 0 3,180 12,496

仕入    40 1,685 111 1,614 2,699

合計    40 4,865 111 4,794 15,195

 
② 買取冷凍販売 

                                                            （単位：千円） 

年度，品目 当期首繰越高 当期受入高 当期末棚卸高 当期販売原価 当期販売高 

令和2年度 凍魚 1,867 11,671 2,373 11,166 13,608

令和3年度 凍魚 2,373 9,629 1,161 10,841 12,887
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利用事業 
                                                                        （単位：千円） 

区 分     受入利用料 

令和2年度 令和3年度 

陸上採苗施設 28,442 26,709 

上架料 9,254 9,172 

各種処理場・生産設備等 6,278 6,066 

倉庫等 2,065 2,024 

敷地利用料 3,733 3,862 

 その他 17,628 20,157 

合 計 67,400 67,990 

 

 

漁業自営事業 
                                                                        （単位：千円） 

  漁  獲  高 

漁業種類 規模 令和2年度 令和3年度 

  数量（ﾄﾝ） 金  額 数量（ﾄﾝ） 金  額 

 うに（殻付含む） - - 59,779 - 76,563 

 定置 - - 53,049 - 53,582 

 なまこ - - 21,206 - 30,146 

 あわび - - 204 - 3,521 

合    計 - 134,238 - 163,813 
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指導事業 
 （単位：千円） 

科     目 令和2年度 令和3年度 

収 
 

 
 

 

入 

（1） 指導事業賦課金 26,918 33,667 

（2） 繰入教育情報資金 52,000 57,000 

（3） 受入漁業料 236,817 243,188 

（4） 指導事業補助金 32,014 31,982 

（5） 指導事業助成金 22,495 20,869 

（6） 共済保険手数料 32,561 32,488 

（7） 指導事業雑収入 154,541 162,353 

（収 入 合 計） 557,345 581,546 

支 
 

 
 

出 

（1） 教育情報費 8,652 8,607 

（2） 繁殖保護費 53,847 58,980 

（3） 漁場管理費 93,555 92,968 

（4） 営漁指導費 18,765 22,534 

（5） 生活改善費 4,827 4,426 

（6） 指導事業雑支出 74,575 95,989 

（支 出 合 計） 254,221 283,504 

差  引  額 303,123 298,042 
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❖ 貸借対照表 
(単位：千円) 

資          産 負債及び純資産         
科    目 令和2年度 令和3年度 科    目 令和2年度 令和3年度

(資産の部)        (負債の部)     
 1 信用事業資産 70,154,995 75,047,835  1 信用事業負債 71,293,850 76,064,455
 （1） 現金 963,575 1,042,524  （1） 貯金 70,667,702 75,388,250
 （2） 預け金 57,467,216 62,186,096  （2） 借入金 490,000 490,000
   系統預け金 56,240,609 61,477,963  （3） その他の信用事業負債        130,676 184,394
   系統外預け金 1,226,607 708,132  （4） 債務保証 5,472 1,812
 （3） 貸出金 12,082,172 12,098,000   
 （4） その他の信用事業資産        85,941 85,217  
 （5） 債務保証見返 5,472 1,812  
 （6） 貸倒引当金 △449,381 △365,814  
   
 2 共済事業資産 3,521 3,258  2 共済事業負債 99,152 231,438
 （1） 未収共済付加収入 3,521 3,258  （1） 共済資金 69,565 202,833
     （2) 責任準備金 29,587 28,594
    （3） その他の共済事業負債 0 11
   
 3 流動資産 3,360,705 3,511,141  3 流動負債 2,344,239 2,258,143
（1） 経済事業未収金 3,041,882 3,223,714  （1） 経済事業未払金 2,106,675 2,012,692
（2） 経済事業雑資産 0 10,000  （2） 経済事業雑負債 16,766 13,084

 （3） 棚卸資産 204,331 248,330  （3） 未払法人税等 8,194 13,548
 （4） その他の流動資産 213,431 94,248  （4） その他の流動負債 212,604 218,819
 （5） 貸倒引当金 △98,939 △65,150  
   
 4 固定資産 7,235,819 7,194,384  4 固定負債 601,440 695,986
 （1） 有形固定資産 2,584,249 2,469,148  （1） リース債務 11,013 7,385
   減価償却資産 4,563,474 4,590,851  （2） 受入保証金 553,549 651,716
    減価償却累計額 △2,934,745 △3,056,529 （3） 長期資産除去債務 9,491 9,496
   土地 943,521 934,826 （4） その他の固定負債 27,387 27,389
      建設仮勘定 12,000 0   
 （2） 無形固定資産 26,288 100,065  5 諸引当金 718,963 752,240
 （3） 外部出資 4,585,236 4,585,014  （1） 賞与引当金 77,694 73,559
   系統出資 3,805,730 3,805,730  （2） 退職給付引当金 627,400 664,812
   系統外出資 573,418 573,196  （3） 遭難救助引当金 13,869 13,869
   子会社等出資 206,088 206,088  
 （4） その他の固定資産 275,671 270,968  
 （5） 貸倒引当金 △235,625 △230,811     
    
 5 繰延税金資産 195,931 206,345 負債の部合計 75,057,643 80,002,263

 （1） 繰延税金資産 195,931 206,345  
  (純資産の部)     
  1 出資金 3,776,785 3,746,721
  2 利益剰余金 2,289,506 2,407,469
    （1） 利益準備金 1,161,000 1,387,000
    （2） その他の利益剰余金 1,128,506 1,020,469
     乾海苔共販所修改築積立金 0 100,000
     当期未処分剰余金 1,128,506 920,469
  （うち，当期剰余金） (113,648) 208,066
   3 処分未済持分 △126,503 △147,029
   4 自己優先出資金 0 0
       組合員資本合計       5,939,788 6,007,161
   
   1 土地再評価差額金 △46,461 △46,461
  評価・換算差額等合計       △46,461 △46,461

  純資産の部合計 5,893,327 5,960,700

資産の部合計       80,950,970 85,962,963 負債及び純資産の部合計 80,950,970 85,962,963
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❖ 損益計算書 
(単位：千円) 

科          目 令和2年度 令和3年度 

 1 事業総利益 2,240,125 2,264,063
  (1) 信用事業収益 569,411 575,305 
      資金運用収益 532,907 541,297 
       (うち預け金利息) （4,156） (1,233) 
       (うち貸出金利息) （217,292) (214,621) 
       (うちその他受入利息) （311,460） (325,442) 
      役務取引等収益 20,849 20,353 
      その他経常収益 15,655 13,656 
  (2) 信用事業直接費 137,971 70,562 
      資金調達費用 10,624 6,459 
       (うち貯金利息) （10,368） （6,304） 
       (うち給付補てん備金繰入) （65） （9） 
       (うちその他支払利息) （191） （147） 
      役務取引等利息 7,803 6,786 
      その他経常費用 119,544 57,316 
      (うち貸倒引当金繰入または戻入) （△20,389） （△83,567） 

信用事業総利益 431,440 504,744
  (3) 共済事業収益 54,907 54,325 
  (4) 共済事業直接費 775 861 

共済事業総利益 54,131 53,464
  (5) 購買事業収益 6,783,384 6,902,285 
  (6) 購買事業直接費 6,458,375 6,595,468 

購買事業総利益 325,010 306,817
  (7) 販売事業収益 2,599,461 1,834,475 
  (8) 販売事業直接費 1,611,588 878,548 

販売事業総利益 987,873 955,927
  (9)  製氷冷凍事業収益 33,647 28,082 
  (10) 製氷冷凍事業直接費 24,667 26,984 

製氷冷凍事業総利益 8,980 1,098
  (11) 利用事業収益 74,329 69,031 
  (12) 利用事業直接費 45,936 43,533 

利用事業総利益 28,392 25,498
  (13) 漁業自営事業収益 160,485 187,857 
  (14) 漁業自営事業直接費 62,688 72,972 

漁業自営事業総利益 97,797 114,885
  (15) 指導事業収入 557,345 581,546 
  (16) 指導事業支出 254,221 283,504 

指導事業収支差額 303,123 298,042
  (17) 無線・有線事業収入 9,777 9,530 
  (18) 無線・有線事業支出 6,400 5,943 

無線・有線事業収支差額 3,377 3,587
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科          目 令和2年度 令和3年度 

 2 事業管理費 2,242,720 2,184,612 

事業利益 △2,594 79,450 

 3 事業外収益 122,650 137,195 

 4 事業外費用 5,582 13,567 

経常利益 114,474 203,078 

 5 特別利益 53,623 47,462 

 6 特別損失 27,507 27,333 

税引前当期利益 140,590 223,207 

 法人税，住民税及び事業税 8,194 25,555 

 法人税等調整額 18,748 △10,414 

当期剰余金 113,648 208,066 

 当期首繰越剰余金 1,014,858 712,404 

当期未処分剰余金 1,128,506 920,469 

 

❖ 貸借対照表および損益計算書の注記表 

Ⅰ.継続組合の前提に関する注記 

 該当ありません 

Ⅱ.重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 有価証券（外部出資含む）の評価基準及び評価方法は

以下の通りです。 

外部出資に計上したその他有価証券の評価は，移動平均

法による原価法です。 

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法は以下の通りです。 

1) 繰越購買品に係る評価は総平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方

法により算定）です。 

2) 繰越販売品に係る評価は個別法並びに総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

り下げの方法により算定）です。 

3) 繰越原材料に係る評価は総平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方

法により算定）です。 

3. 固定資産の減価償却の方法は以下の通りです。 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

1) 減価償却資産の償却方法は定率法です。 

2) 平成10年4月1日以降取得の建物の償却方法は定額

法です。 

3) 平成28年4月1日以降取得の構築物の償却方法は定

額法です。 

4) 取得価格10万円以上20万円未満の一部の一括償却

資産については3年間で均等償却を行っています。 

5) 平成15年4月1日以降に取得した30万円未満の一部の

少額減価償却資産については取得時に費用処理してい

ます。 

6) 耐用年数については，法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 自組合利用ソフトウェアについては，当組合における利

用可能期間5年に基づく定額法により償却しております。 

(3) リース資産 

 リース資産のうち，所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産は，リース期間を耐用年数とし，残存

価格を零とする定額法を採用しています。 

4. 引当金の計上基準は以下の通りです。 

1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は，資産自己査定実施要領，貸倒償却

及び貸倒引当金の計上基準及び経理規則に則り，次の

通り計上しています。 

破産，特別清算等，法的に経営破綻の事実が発生し

ている債務者（以下，「破綻先」という）に係る債権及びそ

れと同等の状況にある債務者（以下，「実質破綻先」とい

う）に係る債権については，以下のなお書きに記載され

ている直接減額後の帳簿価格から担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し，その残

高を計上しております。 

また，現在は経営破綻の状況にないが，今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下，  

「破綻懸念先」という）に係る債権については，債権額か

ら，担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見

込額を控除し，その残額のうち債務者の支払能力を総

合的に判断し，必要と認める額を計上し，また，債権の
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元本の回収及び利息の受取に係るキャッシュ・フローを

合理的に見積もることができる債権については，当該キ

ャッシュ・フローを当組合の貸出シェアーで按分した金

額と債権の帳簿価格から担保の処分可能見込額及び

保証による回収見込額を控除し，その残高を計上してお

ります。 

上記以外の債権については，過去の一定期間におけ

る貸倒実績率に基づく予想損失額と税法基準で容認さ

れる繰入限度額とを比較して高い方の金額を計上して

おります。 

すべての債権は，資産自己査定実施要領に基づき，

資産査定部署が資産査定を実施し，当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監査しており，その査

定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお，破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付

債権等については，債権額から担保の評価額及び保

証による回収が可能と認められる額を控除した残高を取

立不能見込額として債権額から直接減額しており，その

金額は0円であります。 

2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は，職員の退職給付に備えるため，

当事業年度末における退職給付債務（当事業年度末時

点の自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法）

に基づき，必要額を計上しております。 

3) 賞与引当金 

賞与引当金は，職員への賞与支払いに備えるため，

職員に対する賞与の見込額のうち当事業年度に帰属す

る額を計上しております。 

4) 遭難救助引当金 

遭難救助引当金は，行政庁により特に認められたも

のとして，定款第23条の規定に基づく必要額を計上して

おります。 

5. 収益及び費用の計上基準は以下の通りです。 

当組合は，「収益認識に関する会計基準」（企業会計基

準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021

年3月26日）を適用しており，約束した財又はサービスの

支配が利用者等に移転した時点で，もしくは移転するに

つれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ

る金額で収益を認識しております。 

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を

認識する通常の時点は以下のとおりとなります。 

1) 購買事業 

漁業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同

購入し，組合員に供給する事業であり，当組合は利用

者等との契約に基づき，購買品を引き渡す義務を負っ

ております。この利用者等に対する履行義務は，購買品

の引き渡し時点で充足することから，当該時点で収益を

認識しております。 

2) 販売事業 

組合員が生産した魚介類等の水産物を当組合（本会）

が集荷して共同で業者等に販売する事業であり，当組

合は利用者等との契約に基づき，販売品を引き渡す義

務を負っております。この利用者等に対する履行義務は，

販売品の引き渡し時点で充足することから，当該時点で

収益を認識しております。 

6. リース取引の処理方法は以下の通りです。 

1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち，重要性

の乏しいものについては，通常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。 

7. 消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式です。 

Ⅲ．会計方針の変更に関する注記 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号

2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当該

事業年度の期首から適用し，時価算定基準第19号及び「金

融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年7

月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って，時価算

定会計基準等が定める新たな会計方針を，将来にわたって

適用することといたしました。これによる当該事業年度への影

響はありません。 

当組合は,「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準

第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第30号2021年3月26日）を当該事業年度の期首

から適用し,約束した財又はサービスの支配が利用者等に移

転した時点で,当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識することといたしました。 

1） 代理人取引に係る収益認識 

財又はサービスを利用者等に移転する前に支配して

いない場合,すなわち,利用者等に代わって調達の手配

を代理人として行う取引については,従来は,利用者等か

ら受け取る対価の総額を収益として認識しておりました

が,利用者等から受け取る額で受入先（仕入先）に支払う

額を控除した純額で収益を認識する方法に変更してお

ります。 

2） 有償支給取引 

加工事業における有償支給取引のうち,支給品を買い

戻す義務を負っている場合について,従来は,支給品の

消滅と譲渡に係る収益を認識していましたが,支給品の

消滅と譲渡に係る収益を認識しない方法に変更しており

ます。 

収益認識会計基準等の適用については，収益認識

会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱い

に従っており，当該事業年度の期首より前に新たな会計

方針を遡及適用した場合の累積的影響額を，当該事業

年度の期首の利益剰余金に加減し，当該期首残高から

新たな会計方針を適用しております。 

この結果，利益剰余金の当期首残高に与える影響は

ありません。また，当事業年度の事業収益及び事業費

用が1,197,536,347円減少しております。 
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Ⅳ．表示方法の変更に関する注記 

 該当ありません 

Ⅴ．会計上の見積りに関する注記 

１．繰延税金資産の回収可能性 

1） 当事業年度の財務諸表に計上した金額  

206,345,072円 

2） その他の情報 

繰延税金資産の計上は，翌事業年度以降において

将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を

限度として行っております。 

翌事業年度以降の課税所得の見積りについては，当

組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金額を

合理的に見積っております。 

しかし，これらの見積りは将来の不確実な経営環境お

よび組合の経営状況の影響を受けます。よって，実際に

課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった

場合には，翌事業年度以降の財務諸表において認識

する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性

があります。 

また，将来の税制改正により，法定実効税率が変更さ

れた場合には，翌事業年度以降の財務諸表において認

識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能

性があります。 

2. 固定資産の減損 

資産グループに減損の兆候が存在する場合には，当

該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価

額を比較することにより，当該資産グループについての減

損の要否の判定を実施しております。 

減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生

成単位については，他の資産または資産グループのキャ

ッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフロー

を生成させるものとして識別される資産グループの最小単

位としております。 

当事業年度末において，減損の兆候となる事象の発生

は認識しておりませんが，将来の不確実な経営環境及び

組合の経営状況の影響を受け，翌事業年度以降の財務

諸表に重要な影響を与える可能性があります。 

Ⅵ．会計上の見積もりの変更に関する注記 

 該当ありません 

Ⅶ．誤謬の訂正に関する注記 

 該当ありません 

Ⅷ．貸借対照表に関する注記 

1. 有形固定資産の減価償却累計額は3,056,528,574円，圧

縮記帳累計額は7,402,813,036円（なお，当期圧縮記帳額

は27,231,906円）です。 

2. 貸借対照表に計上した固定資産のほか，車輌・複写機等

については，リース契約により使用しております。 

3. 担保に供している資産は，次の通りです。 

担保に供している資産  系統預け金 6,490,000,000円 

担保資産に対応する債務 為替決済資金  11,611,462円 

4. 子会社等に対する金銭債権総額は281,588,000円です。 

5. 子会社等に対する金銭債務総額は20,843,202円です。 

6. 理事及び監事に対する金銭債権の総額は34,065,712円

です。 

7. 理事及び監事に対する金銭債務の総額は0円です。 

8. リスク管理債権の内訳は以下の通りです。 

1) 債権のうち，破産更生債権及びこれらに準ずる債権額

は69,541,641円，危険債権額は807,990,225円です。 

なお，破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは，破

産手続き開始，更生手続開始，再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する

債権及びこれらに準ずる債権です。また，危険債権とは，

債務者が経営破綻の状態に至っていないものの，財政

状態及び経営成績が悪化し，契約に従った債権の元本

の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権

（破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。）です。  

2) 債権のうち，三月以上延滞債権額は0円です。 

なお，三月以上延滞債権とは，元本又は利息の支払

が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金

で，破産更生債権及びこれらに準ずる債権，危険債権

に該当しないものです。 

3) 貸出金のうち，貸出条件緩和債権額は0円です。 

なお，貸出条件緩和債権とは，債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として，金利の減免，利息の支

払猶予，元本の返済猶予，債権放棄その他の債務者に

有利となる取決めを行った貸出金で，破産更生債権及

びこれらに準ずる債権，危険債権及び三月以上延滞債

権に該当しないものです。 

4) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権，危険債権，三

月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額

は877,531,866円です。 

なお，上記1)から4)に掲げた債権額は，貸倒引当金控除

前の金額です。 

9. 「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布法

律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改

正する法律」（平成11年3月31日公布法律第24号）に基づ

き，事業用の土地の再評価を行い，「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 平成11年3月31日 

同法律第3条第3項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31

日公布，政令第119号）第2条第3号に定める固定資産

税評価額及び同条第4号に定める路線価に基づいて，

奥行価格補正，時点修正，近隣売買事例による補正等

合理的な調整を行って算出しております。 

土地の再評価に関する法律第10条に定める再評価を
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行った事業用土地の当事業年度末における時価の合

計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価格の合計

額との差額は△108,440,662円です。 

10. 「その他の固定資産」には，経済事業管理債権209,802,749

円（26先）が含まれております。 

11. 「その他の固定負債」には，有線事業預り金27,389,126

円が含まれております。 

Ⅸ．損益計算書に関する注記   

1. 子会社等との取引高は以下の通りです。 

（単位：円） 

2.その他の特別利益2,000,000円は信用事業実施事業所に

おいて紛失した現金の返還分です。 

Ⅹ．金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項 

1) 金融商品に対する取組方針 

当組合は地元の漁業者等が組合員となって運営され

ている協同組織であり，主に組合員に対して貯金の受

入や事業資金の貸付等の信用事業のほか，漁業に要

する燃油・資材を供給する購買事業，組合員の漁獲した

水産物を販売する販売事業等の業務を行っており，こ

れらに伴う金融商品を有しております。 

当組合は信用事業における貯金の一部を原資として，

資金を必要とする組合員等に貸付け，その残りは農林

中央金庫に預け運用を図っております。当組合単独で

は国債や地方債，株式等の有価証券による運用は行っ

ておりません。 

2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当組合が保有する金融資産は，取引先等に対する貸

出金及び外部出資等であり，貸出金は顧客の契約不履

行によってもたらされる信用リスクに晒されております。

決算日現在における貸出金のうち，71％は水産業等に

対するものであり，当該水産業をめぐる経済環境等の状

況の変化により，契約条件に従った債務履行がなされな

い可能性があります。また，外部出資等は主に事業推進

目的で有しております。 

借入金は，被災地金融機関支援オペレーションによ

るものです。 

3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当組合は，個別の重要案件又は大口案件につ

いては理事会において対応方針を決定しておりま

す。また，通常の貸出取引については，本所に経

営統括部を設置し，各支所等との連携を図りながら

与信審査を行っております。審査に当たっては，取

引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価

を行うとともに，担保評価基準など厳格な審査基準

を設けて，与信判定を行っております。貸出取引に

おいて資産の健全性の維持・向上を図るため，資

産の自己査定を厳正に行っております。不良債権

については管理・回収方針を作成・実施し，資産の

健全化に取り組んでおります。また，資産自己査定

の結果，貸倒引当金については「債権の償却・引

当基準」に基づき必要額を計上し，資産および財

務の健全化に努めております。 

② 市場リスクの管理 

当組合では，金利リスク，価格変動リスクなどの

市場性リスクを的確に管理することにより，収益化及

び財務の安定化を図っております。このため，財務

の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ALMを基本に，資産・負債の金利感応度分析など

を実施し，金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めております。 

当組合で保有している金融商品はすべてトレー

ディング目的以外の金融商品であります。当組合に

おいて，主要なリスク変数である金利リスクの影響を

受ける主たる金融商品は，「預け金」，「貸出金」，「

貯金」，「借入金」です。 

当組合では，これらの金融資産及び金融負債に

ついて，期末後1年程度の金利の合理的な予想変

動幅を用いた経済価値の変動額を，金利の変動リ

スクの管理にあたっての定量的分析に利用しており

ます。 

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮

定し，当年度末現在，指標となる金利が0.07％上昇

したものと想定した場合には，経済価値が37,615,339

円減少するものと把握しております。 

当該変動額は，金利を除くリスク変数が一定の場

合を前提としており，金利とその他のリスク変数の相

関を考慮しておりません。また，金利の合理的な予

想変動幅を超える変動が生じた場合には，算定額

を超える影響が生じる可能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当組合は，資金繰りリスクについては，運用・調

達について月次の資金計画を作成し安定的な流

動性の確保に努めています。 

4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には，市

場価格に基づく価額のほか，市場価格がない場合には

合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が

含まれております。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため，異なる前提条件等によ

った場合，当該価額が異なることもあります。 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

当年度末における貸借対照表計上額，時価及びこれら

の差額は，次のとおりです。なお，市場価格のない出資等

は，次表には含めておりません（45.をご参照下さい。） 

  

名称 
事業取引による取引高 事業取引以外の取引高 

収益総額 費用総額 収益総額 費用総額 

㈱宮城県 

水産会館 5,398,876円 30,650,226円 0円 0円 
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（単位：円） 

 貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 現金 1,042,524,229 1,042,524,229 0 

(2) 預け金 62,186,095,639 62,186,106,620 10,981 

(3) 貸出金 12,098,000,108  

  貸倒引当金(*) △365,813,798   

 11,732,186,310 12,307,600,433 575,414,123 

(4) 経済事業未収金 3,223,714,266   

  貸倒引当金(*) △65,150,365   

 3,158,563,901 3,158,563,901 0 

資産計 78,119,370,079 78,694,795,183 575,425,104 

(1) 貯金 75,388,250,115 75,390,111,714 1,861,599 

(2) 借入金 490,000,000 490,000,000 0 

(3) 経済事業未払金 2,012,691,519 2,012,691,519 0 

負債計 77,890,941,634 77,892,803,233 1,861,599 

(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金

を控除しております。 

3. 金融商品の時価の算定方法 

資 産 

1) 預け金 

満期のない預け金及び満期のある変動金利の預金に

ついては，短期間で市場金利を反映するため，当該帳

簿価額によっております。 

満期のある固定金利の預け金については，期間に基

づく区分ごとに，リスクフリーレートである翌日物金利スワ

ップ(Overnight Index Swap 以下OISという)のレートで割

り引いた現在価値を算定しております。 

2) 貸出金 

貸出金のうち変動金利によるものは，短期間で市場

金利を反映するため，貸付先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り，時価は帳簿価額と近似している

ことから当該帳簿価額によっております。 

一方，固定金利のうち証書貸付金によるものは，回収

見込額等に基づいて貸倒引当金を計上しているため，

時価は，貸出金の期間に基づく区分ごとに，元利金の

合計額をリスクフリーレートであるOISのレートで割り引い

た額から決算日現在の貸倒引当金を控除して時価に代

わる金額として算定しております。 

上記以外の手形貸付，割引手形については，短期間

で償還されることから，時価は簿価と近似しているものと

想定されるため，帳簿価額を時価としております。 

また，延滞口座，特殊回収口座，期限の利益喪失口

座については，見積将来キャッシュ・フローの現在価値，

又は，担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸

倒見積高を算定しているため，時価は決算日における

貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額

に近似しており，当該価額をもって時価としております。 

なお，貸出金のうち，当該貸付を担保資産の範囲内

に限るなどの特性により，返済期限を設けていないもの

については，返済見込み期間及び金利条件等から，時

価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため，帳

簿価額を時価としております。 

3) 経済事業未収金 

経済事業未収金については1年未満の短期間で決済

されるため，時価は帳簿価額と近似していることから，当

該帳簿価額によっております。  

また，延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した

債権等について，帳簿価額から貸倒引当金を控除した

額を時価に代わる金額としております。  

負 債 

1) 貯金 

要求払貯金については，決算日に要求された場合の

支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

また，定期貯金の時価は，一定の期間ごとに区分して，

将来のキャッシュ･フローをリスクフリーレートであるＯＩＳ

のレートで割り引いて現在価値を算定しております。 

2) 借入金 

借入金は短期間で決済されるため，時価は帳簿価額

と近似していることから，当該帳簿価額によっております。 

3) 経済事業未払金  

経済事業未払金については1年未満の短期間で決済

されるため，時価は帳簿価額と近似していることから，当

該帳簿価額によっております。 

4. 市場価値のない出資等は次の通りです。 

 (単位：円) 

5. 金銭債権の決算日後の償還予定額 

 (単位：円） 

 1年以内 
1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

預け金 62,186,095,639 0 0 

貸出金(*) 2,207,881,069 1,291,016,109 1,094,448,833 

合計 64,393,976,708 1,291,016,109 1,094,448,833 

 

 3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

預け金 0 0 0 

貸出金(*) 1,130,650,055 885,902,613 5,240,723,581 

合計 1,130,650,055 885,902,613 5,240,723,581 

 (*)貸出金のうち，延滞口座，特殊回収口座，期限の利益喪

失口座等247,377,848円は含めておりません。 

 なお，金融機関向けの貸出金512,000,000円は5年超に

含めております。 

  

区分 貸借対照表計上額 

系統出資 3,805,730,000 

系統外出資 573,196,003 

子会社等出資 206,088,000 

  合計 4,585,014,003 
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6. 貯金，借入金その他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

 (単位：円) 

 1年以内 

 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

貯金(*) 72,829,889,636 2,188,445,224 360,103,588 

借入金 490,000,000 0 0 

合計 73,319,889,636 2,188,445,224 360,103,588 

 

 3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 

5年超 

貯金(*) 9,087,151 724,516 0 

借入金 0 0 0 

合計 9,087,151 724,516 0 

 (*) 貯金のうち要求払貯金40,527,888,661円については，「1

年以内」に含めて開示しております。 

また，貯金のうち定期積金は元金のみ開示し，給付補て

ん備金については含めておりません。 

ⅩⅠ．有価証券に関する注記 

 該当ありません 

ⅩⅡ  ．退職給付に関する注記 

1. 退職給付債務等の内容は以下の通りです。 

1) 採用している退職給付制度の概要 

職員の退職給付にあてるため，退職給付規程に基づ

き，退職一時金制度を採用しております。なお，退職給

付引当金及び退職給付費用の計上にあたっては，「退

職給付に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成

28年12月16日）に基づき，簡便法により行っております。 

2) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付引当金 627,399,655円 

退職給付費用 93,670,377円 

退職給付の支払額 △56,257,602円 

期末における退職給付引当金 664,812,430円 

3）退職給付債務及び貸借対照表に計上された退職給付

引当金の調整表 

退職給付債務 664,812,430円 

退職給付引当金 664,812,430円 

4）退職給付に関連する損益 

簡便法で計算した退職給付費用 93,670,377円 

2. 法定福利費には，厚生年金保険制度及び農林漁業団体

職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職

員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定

に基づき，旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給

付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務

負担金22,517,435円を含めて計上しております。なお，同

組合より示された令和4年3月現在における令和14年3月ま

での特例業務負担金の将来見込み額は216,787千円とな

っております。 

ⅩⅢ  ．税効果会計に関する注記 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳は，次の通りです。 

 

繰延税金資産 

未払事業税 1,222,399円 

貸倒引当金超過額 163,808,079円 

退職給付引当金損金算入限度超過額 184,219,524円 

資産除去債務 2,631,341円 

減損損失 36,022,090円 

外部出資評価損 3,186,649円 

遭難救助引当金 3,843,100円 

賞与引当金 20,357,722円 

一括償却資産 683,407円 

その他 46,283,944円 

繰延税金資産小計 462,258,255円 

将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △255,775,255円 

評価性引当金額小計（＊１） △255,775,255円 

繰延税金資産合計(A)  206,483,000円 

繰延税金負債 

資産除去債務に対応する除去費用 △137,928円 

繰延税金負債合計(B) △137,928円 

繰延税金資産の純額(A)+(B) 206,345,072円 

（*1）前期に比べて評価性引当額が21,774,409円減少している。

この減少の主な内容は，税務上の貸倒引当金繰入限度超過

額に係る評価性引当額が減少したことに伴うものです。 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの，当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳は以下の通りです。 

法定実効税率 27.71％ 

（調整）交際費等永久に損金に算入されない項目 0.77％ 

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △13.10％ 

 住民税均等割等 3.07％ 

 軽減税率の影響 △0.23％ 

 評価性引当額の増減 △9.76％ 

 その他 △1.68％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.78％ 

ⅩⅣ  ．賃貸等不動産に関する注記 

 該当する重要な事項はありません。  

ⅩⅤ  ．リースにより使用する固定資産に関する注記 

1. リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」適用

初年度開始後のリース取引 

以下のものについては，所有権移転外ファイナンス・リース

契約により使用しております。 

（リース資産の内容） 

・有形固定資産  

 支所業務に使用する車輌等です。 

ⅩⅥ  ．資産除去債務に関する注記 

1. 当組合が保有している一部の固定資産にはアスベスト並

びにフロン類が使用されており，その除去等には特別の処
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理が義務付けられております。当該義務履行に要する将

来キャッシュ・フローを合理的に見積り，資産除去債務を計

上しており，債務履行時期は原則として当該有形固定資

産の耐用年数満了時（主として19年）とし，割引率は1.39

％を適用しております。当事業年度における資産除去債

務の内訳は次のとおりです。 

①当期首残高 9,491,331円 

②時の経過による調整額 4,667円 

③当期滅失額 0円 

④当期末残高 9,495,998円 

2. 当組合は，使用貸借により借用した土地上に設置した施

設等について資産計上をしております。これら施設につい

ては，その使用及び収益が終了した時点において原状回

復にかかる債務が発生いたしますが，現時点で事業の廃

止または当該施設の撤去等を行う予定はないことから，資

産除去債務を合理的に見積もることができません。そのた

め，当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

3. 当組合は，港湾管理条例等に基づき宮城県や各地方公

共団体からの占用許可を受けて設置した施設や構築物に

ついて資産計上をしており，これら施設等については占用

終了時には原状回復にかかる債務を有しておりますが，こ

れらの許可を受けて設置した施設等については，港湾管

理条例等の定めるところにより，その変更等につき各首長

の許可が必要であり，また，現時点で事業の廃止や当該

施設の撤去等を行う予定はないことから，資産除去債務を

合理的に見積もることができません。そのため，当該債務

に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

ⅩⅦ  ．重要な後発事象に関する注記 

 翌事業年度において，吸収合併対象資産の全部について，

当該吸収合併直前の帳簿価額を付す吸収合併を行いまし

た。 

1)  吸収合併消滅組合の名称 

宮城県北部施設保有漁業協同組合 

宮城県中部施設保有漁業協同組合 

宮城県南部施設保有漁業協同組合 

2)  吸収合併の目的 

経営資源を結集し，組合員の更なる経営安定化を図

るため 

3)  吸収合併日 

令和4年4月1日 

4)  吸収合併存続組合の名称 

宮城県漁業協同組合 

5)  合併比率及び算出方法 

全ての吸収合併消滅組合に対し1対1の対等合併 

6)  出資一口当たりの金額 

1,000円 

 
 
 

7)  吸収合併消滅組合の資産，負債，純資産の額及び主な内訳 

（単位：円） 

吸収合併消滅組合

の名称 

宮城県北部 

施設保有 

漁業協同組合 

宮城県中部 

施設保有 

漁業協同組合 

宮城県南部 

施設保有 

漁業協同組合 

資産 191,821,182 551,930,469 289,809,117 

（うち預け金） 106,678,158 319,125,797 166,488,800 

（うち有形固定資産） 85,133,024 230,795,268 123,310,317 

負債 141,602,170 464,958,652 296,803,556 

（うち長期借入金） 108,800,000 397,929,000 259,800,000 

純資産 50,219,012 86,971,817 △6,994,439 

（うち出資金） 19,620,000 17,580,000 5,500,000 

ⅩⅧ．収益認識に関する注記 

（収益を理解するための基礎となる情報） 

 「Ⅱ重要な会計方針に係る事項に関する注記5.収益及

び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため，注記

を省略しております。 

ⅩⅨ．その他の注記 

該当する重要な事項はありません。 
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❖ キャッシュ・フロー計算書 

 

（単位：千円） 
科     目 令和2年度 令和3年度 

1 事業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期利益 140,590 223,207 

減価償却費 188,655 175,839 

貸倒引当金の増減額 △85,826 △122,170 

賞与引当金の増減額 122 △4,135 

退職給付引当金の増加額 53,873 37,413 

その他引当金等の増減額 △52,000 △57,000 

信用事業資金運用収益 △532,907 △541,297 

信用事業資金調達費用 10,624 6,459 

受取利息及び受取出資配当金 △68,183 △69,222 

資産除去債務の増減 △202 5 

固定資産売却損益 △26,116 △18,129 

固定資産除去損 31,375 561 

（信用事業活動による資産及び負債の増減）   

貸出金の純増減 485,010 △15,828 

預け金の純増減 12,000,000 △4,000,000 

貯金の純増減 △12,736,506 4,720,548 

その他の信用事業資産の純増減 1,363 1,475 

その他の信用事業負債の純増減 △11,843 49,529 

（共済事業活動による資産及び負債の増減）   

共済資金の純増減 △27,810 133,268 

未経過共済付加収入の純増減 △1,285 △992 

その他の共済事業資産の純増減 243 263 

その他の共済事業負債の純増減 △21 11 

（経済事業活動による資産及び負債の増減）   

受取手形及び経済事業未収金の純増減 275,999 △181,833 

経済事業雑資産の純増減 0 △10,000 

棚卸資産の純増減 214 △43,998 

支払手形及び経済事業未払金の純増減 142,440 △93,983 

経済事業雑負債の純増減 △3,513 △3,682 

その他流動資産の純増減 △105,521 119,183 

その他流動負債の純増減 △8,094 56,775 

（その他の資産及び負債の増減）   

未払消費税等の純増減 △49,317 △49,317 

その他の資産の純増減 46,618 4,703 

その他の負債の純増減 △13,922 94,542 

信用事業資金運用による収入 543,214 543,727 

信用事業資金調達による支出 △16,872 △5,452 

事業利用分量配当金の支払額 △70,000 0 

小計 110,402 950,450 

受取利息及び出資配当金の受取額 68,183 69,222 

法人税等の支払額 △8,194 △25,555 

事業活動によるキャッシュ・フロー 170,391 994,116 

2 投資活動によるキャッシュ・フロー   

補助金の受入による収入 24,103 27,232 

固定資産の取得による支出 △153,062 △170,961 

固定資産の売却による収入 64,384 26,783 

外部出資による支出 △10,800 0 

外部出資の売却等による収入 5 222 

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,371 △116,725 

3 財務活動によるキャッシュ・フロー   

出資の払戻しによる支出 △20,485 △22,484 

持分の譲渡による収入 117,807 54,349 

持分の取得による支出 △75,604 △78,325 

出資配当金の支払額 △32,927 △33,103 

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,209 △79,563 

4 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 

5 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 83,811 797,829 

6 現金及び現金同等物の期首残高 8,855,980 8,939,791 

7 現金及び現金同等物の期末残高 8,939,791 9,737,620 
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❖ 剰余金処分計算書 
                                   （単位：円） 

科 目        第14年度   第15年度  

 1 当期未処分剰余金 1,128,506,375 920,469,063

 2 剰余金処分額 

 （1） 利益準備金 

 （2） 任意積立金 

    （うち乾海苔共販所修改築積立金） 

      （うち優先出資消却積立金） 

 （3） 優先出資配当金 

 （4） 普通出資配当金 

359,102,820

226,000,000

100,000,000

      (100,000,000)

1,600,000

31,502,820

374,596,920

42,000,000

300,000,000

(100,000,000)

(200,000,000)

1,600,000

30,996,920

 3 次期繰越剰余金 769,403,555 545,872,143

 

（注） 1 任意積立金における積立目的，積立目標額，積立基準，取崩基準は下記のとおり

です。 

積立金名 積立目的 積立目標額 積立基準 取崩基準 

乾海苔共販所

修改築積立金 

将来見込まれ

る乾海苔共販

所の修改築に

か か る 支 出 に

対応することを

目的とする。 

1,500,000,000円 乾海苔共販所の

修改築に必要な

金額に達するま

で積み立てる。 

但し，当該事業

年度の剰余金に

より積立金を変更

することができる

ものとする。 

乾海苔共販所の

修改築にかかっ

た支出と同額を

当該事業年度に

おいて取り崩す。 

優先出資 

消却積立金 

優先出資の消

却に係る支出

に対応すること

を目的とする。 

500,000,000円 優先出資の金額

と同額に達するま

で積み立てる。 

優先出資の消却

額と同額を当該

事業年度におい

て取り崩す。 

2 優先出資配当率は，年0.32%の割合である。 

3 普通出資配当率は，年1.00%の割合である。 

配当金は年度末時点の出資額に対し，配当率を乗じた額を出資予約金へ振替し， 

出資1口（1,000円）に達した分は，出資金に振替させていただきます。（千円未満の金

額は，引き続き出資予約金としてお預かりいたします。） 

出資予約金及び出資金への振替日は7月29日を予定しております。 

なお，出資金等残高証明書は，8月の発送予定です。 

4 次期繰越剰余金に含まれる，法第55条第7項に規定する経営指導・教育情報事業の

費用に充てるための繰越額（いわゆる教育情報資金）は，11,000,000円である。 
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財務諸表の正確性等にかかる確認 

 

 

 

確 認 書          

 

 

1 私は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度のディスクロ

ージャー誌に記載した内容のうち，財務諸表作成に関するすべての重要

な点において適正に表示されていることを確認しました。 

 

 

2 当該確認を行うにあたり，財務諸表が適正に作成される以下の体制が

整備され，有効に機能していることを確認しました。 

 

(1) 業務分掌と所轄部署が明確化され，各部署が適切に業務を遂行

する体制が整備されております。 

 

(2) 自主的な事務処理点検等により内部管理体制の適正性・有効性を

検証しており，重要な事項については理事会等に適切に報告され

ております。 

 

(3) 重要な経営情報については，理事会等へ適切に付議・報告されて

おります。 

 

 

令和 4年 7月 1日 

宮城県漁業協同組合          

            代表理事組合長   寺沢春彦 
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❖ 貯金 
〈科目別貯金平均残高〉                               

（単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 増減 

流動性貯金 41,986,250 （54.17%） 40,561,936 （55.51%） △1,424,314

定期性貯金 34,864,023 （44.98%） 31,831,996 （43.57%） △3,032,027

その他の貯金 655,496 （0.85%） 670,931 （0.92%） 15,435

計 77,505,769 （100.00%） 73,064,863 （100.00%） △4,440,906

譲渡性貯金 0 （0.00%） 0 （0.00%） 0

合  計 77,505,769 （100.00%） 73,064,863 （100.00%） △4,440,906

(注1) 流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金 
(注2) 定期性貯金＝定期貯金＋定期積金 
(注3) （ ）内は構成比です。 

 
 

❖ 財形貯蓄残高 
                                      （単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 

財形貯蓄 0 0 

 
 

❖ 貸出金 
 〈種類別・資金別・使途別・貸出先別貸出金残高〉 

（単位：千円） 

項目 
令和2年度 令和3年度 

増減 
金額 構成比 金額 構成比 

手形貸付 613,698 （5.08%） 884,031 （7.31%） 270,333

証書貸付 10,938,789 （90.54%） 10,687,025 （88.34%） △251,764

当座貸越 17,685 （0.15%） 14,944 （0.12%） △2,741

金融機関貸付 512,000 （4.24%） 512,000 （4.23%） 0

合  計 12,082,172 （100.00%） 12,098,000 （100.00%） 15,828

固定金利貸出 7,694,081 （63.68%） 7,782,561 （64.33%） 88,480

変動金利貸出 4,388,091 （36.32%） 4,315,439 （35.67%） △72,652

設備資金 10,938,789 （90.54%） 10,687,025 （88.34%） △251,764

運転資金 1,143,383 （9.46%） 1,410,975 （11.66%） 267,592

組合員 6,100,591 （50.49%） 5,445,909 （45.01%） △654,682

組合員以外 5,981,581 （49.51%） 6,652,091 （54.99%） 670,510

 

地方公共団体 1,611,331 （13.34%） 1,285,411 （10.62%） △325,920

金融機関 512,000 （4.24%） 512,000 （4.23%） 0

その他 3,858,250 （31.93%） 4,854,680 （40.13%） 996,430

(注) （ ）内は構成比です。 
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 〈科目別貸出金平均残高〉  
                                                                     （単位：千円） 

項目 
令和2年度 令和3年度 

増減 
金額 金額 金額 構成比 

手形貸付 1,029,883 （8.37%） 791,344 （6.60%） △238,539

証書貸付 10,743,093 （87.31%） 10,667,274 （88.99%） △75,819

当座貸越 19,373 （0.16%） 16,484 （0.14%） △2,859

金融機関貸付 512,000 （4.16%） 512,000 （4.27%） 0

合  計 12,304,349 （100.00%） 11,987,102 （100.00%） △317,247

(注) （ ）内は構成比です。 
 
 
 〈貸出金使途別・資金別残高〉 

（単位：千円） 

項目 
令和2年度 令和3年度 

増減 
金額 金額 金額 構成比 

設備資金 10,938,789 （90.54%） 10,687,025 （88.34%） △251,764

運転資金 1,143,383 （9.46%） 1,410,975 （11.66%） 267,592

合  計 12,082,172 （100.00%） 12,098,000 （100.00%） 15,828

漁業関係貸出金 6,459,194 （53.46%） 7,074,137 （58.47%） 614,943

生活関係貸出金 2,392,448 （19.80%） 2,188,493 （18.09%） △203,955

 

うち   住宅ローン 2,310,926 （19.13%） 2,102,463 （17.38%） △208,463

  自動車ローン       43,395 （0.36%） 44,290 （0.37%） 895

  カードローン 0 （0.00%） 0 （0.00%） 0

その他 3,230,530 （26.74%） 2,835,370 （23.44%） △395,160

合  計 12,082,172 （100.00%） 12,098,000 （100.00%） 15,828

(注) （ ）内は構成比です。 

 
 

 〈貸出金担保別内訳〉 
（単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 増減 

貯金等 198,985 76,894 △122,091 

有価証券 - - - 

動産 28,900 3,500 △25,400 

不動産 610,989 510,622 △100,367 

その他担保物 69,294 74,132 4,838 

計 908,168 665,148 △243,020 

漁信基保証その他 8,153,057 8,691,960 538,903 

保証 374,865 369,996 △4,869 

計 8,527,922 9,061,956 534,034 

信用 2,646,082 2,370,896 △275,186 

合  計 12,082,172 12,098,000 15,828 
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〈債務保証担保内訳〉 
（単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 増減 

貯金等 - - - 

有価証券 - - - 

動産 - - - 

不動産 - - - 

その他担保物     -     -     - 

計 0 0 0 

漁信基保証 3,620 480 △3,140 

信用 1,852 1,332 △520 

合  計 5,472 1,812 △3,660 

 
 
 〈業種別貸出金残高〉 

（単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 増減 

農林水産業 8,544,973 （70.72%） 8,975,021 （74.19%） 430,048

製造業 948,342 （7.85%） 872,009 （7.21%） △76,333

金融・保険・サービス業         512,000 （4.24%） 512,000 （4.23%） 0

不動産業 - ( - ) - ( - ) -

地方公共団体・公社等        1,611,331 （13.34%） 1,285,411 （10.62%） △325,920

その他 465,526 （3.85%） 453,559 （3.75%） △11,967

合  計 12,082,172 （100.00%） 12,098,000 （100.00%） 15,828

(注) （ ）内は構成比です。 
  
 
 〈主要な水産業関係の貸出金残高〉 
  漁業種類別                           （単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 増減 

漁 
 

業 

 海面漁業 1,633,365 1,395,972 △237,393

 海面養殖業 1,620,494 1,579,652 △40,842

 その他漁業 90,327 82,664 △7,663

漁業関係団体等 3,655,390 4,474,905 819,515

合  計 6,999,576 7,533,193 533,617

  ※1 本表は，水産業関係の貸出金残高であるため，水産業者に対する水産業関係資金以外    
の貸出金残高（生活資金等）は含めておりません。 

 ※2 漁協・水産加工業者やそれらの子会社等に対する貸出は｢漁業関係団体等｣に記載して
おります。（地公体，金融機関に対する貸出は含めておりません） 
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〈資金種類別〉 
  （単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 増減 

プロパー資金 1,643,360 1,752,161 108,801 

水産制度資金 5,356,216 5,781,032 424,816 

 漁業近代化資金 5,065,537 5,513,437 447,900 

その他制度資金等 290,679 267,595 △23,084 

合  計 6,999,576 7,533,193 533,617 

  ※3 プロパー資金とは，制度資金以外のものです。 
 ※4 水産制度資金には， 

①地公体等が直接的または間接的に融資するもの， 
    ②地公体等が利子補給等を行なうことで漁協が低利で融資するもの， 
    ③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり，ここでは②のみを掲載しております。 
 
 
 〈受託貸付金〉 

 （単位：千円） 

項目 令和2年度 令和3年度 増減 

日本政策金融公庫（農林水産事業） 2,619,421 2,018,030 △601,391 

その他（住宅支援＋教育＋年金） 1,696,269 1,602,559 △93,710 

計 4,315,690 3,620,589 △695,101 

  ※5 受託貸付金は，保証残高ではなく，貸出残高を記入しております。 
 
 

❖ 有価証券 
 〈種類別証券平均残高〉 

種類 令和2年度 令和3年度 増減 

金額 構成比 金額 構成比 

国債 － － － － － 

地方債 － － － － － 

政府保証債 － － － － － 

金融債 － － － － － 

社債 － － － － － 

外国証券 － － － － － 

株式 － － － － － 

受益証券 － － － － － 

その他 － － － － － 

合 計 － － － － － 
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 〈有価証券残存期間別残高〉 

 1年以下 1年超 

3年以下 

3年超 

5年以下 

5年超 

7年以下 

7年超 

10年以下 

10年超 

 

期間の 

定めなし     

合計 

 

令
和
２
年
度 

国債 － － － － － － － － 

地方債 － － － － － － － － 

政府保証債 － － － － － － － － 

金融債 － － － － － － － － 

社債 － － － － － － － － 

外国証券 － － － － － － － － 

株式 － － － － － － － － 

受益証券 － － － － － － － － 

その他 － － － － － － － － 

 

令

和 

３ 

年

度 

 

国債 － － － － － － － － 

地方債 － － － － － － － － 

政府保証債 － － － － － － － － 

金融債 － － － － － － － － 

社債 － － － － － － － － 

外国証券 － － － － － － － － 

株式 － － － － － － － － 

受益証券 － － － － － － － － 

その他 － － － － － － － － 

  
 
〈有価証券の取得価額又は契約価額，時価及び評価損益〉 

有価証券 

保有目的 令和2年度 令和3年度 

取得価額 時価 評価損益 取得価額 時価 評価損益 

 売買目的 － － － － － － 

 満期保有目的 － － － － － － 

 その他 － － － － － － 

 合計 － － － － － － 

1. 本表記載の有価証券は，期末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。 
① 売買目的有価証券については，期末を貸借対照表額としており，損益0百万円については，当期

の損益に含まれております。 
② 満期保有目的有価証券については，取得原価が貸借対照表額として計上されております。 
③ その他の有価証券については，時価を貸借対照表額としております。 
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❖ 平残・利回り等 
 

❍ 事業粗利益 
       （単位：千円） 

区   分 令和2年度 令和3年度 増減 

資金運用収益           532,907 541,297 8,390 

役務取引等収益           20,849 20,353 △ 496 

その他経常収益           15,655 13,656 △ 2,000 

資金調達費用           10,624 6,459 △ 4,165 

役務取引等費用           7,803 6,786 △ 1,016 

その他事業費用           119,544 57,316 △ 62,228 

信用事業粗利益           431,440 504,744 73,303 

信用事業粗利益率           0.57% 0.70% 0.13% 

事 業 粗 利 益           2,410,987 2,375,975 △ 35,011 

事業粗利益率           2.76% 2.85% 0.09% 

事業純益 101,351 150,817 49,466 

実質事業純益 168,267 191,363 23,096 

コア事業純益 211,741 217,553 5,811 

コア事業純益 

（投資信託解約損益除く） 
211,741 217,553 5,811 

(注1) 信用事業粗利益率＝信用事業粗利益／資金運用勘定平均残高×100 
(注2) 事業粗利益率＝事業粗利益／総資産平均残高×100 

 
 
❍ 資金運用勘定・調達勘定の平均残高等 
                                                                    （単位：千円） 

区分 
令和2年度 令和3年度 

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り 

資金運用勘定 76,125,532 532,907 0.70% 71,765,740 541,297 0.75%

 

うち預金 63,821,182 315,616 0.49% 59,778,617 326,676 0.55%

うち有価証券 - - - - - - 

うち貸出金 12,304,350 217,292 1.77% 11,987,123 214,621 1.79%

資金調達勘定 77,995,769 10,624 0.01% 73,554,863 6,313 0.01%

 
うち貯金・定期       77,505,769 10,624 0.01% 73,064,863 6,313 0.01%

うち借入金 490,000 0 0.00% 490,000 0 0.0%

総資金利ざや - - △2.19% - - △2.22%

(注) 総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価（資金調達利回り+経費率） 
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❍ 受取・支払利息の増減額 

                                                                     （単位：千円） 

 令和2年度増減額 令和3年度増減額 

受取利息 

うち 貸出金 

有価証券 

預け金 

△ 68,063 

△ 6,134 

0 

△ 61,929 

8,390 

△ 2,671 

0 

11,060 

支払利息 

うち 貯金 

譲渡性貯金 

借用金 

△ 5,749 

△ 5,906 

0 

0 

△ 4,165 

△ 4,120 

0 

0 

差   引 △ 62,315 12,554 

(注) 増減額は前年度対比です。 
 
 
❍ 経費の内訳 

                                                                     （単位：千円） 

損益計算書科目 令和2年度 令和3年度 

人 件 費        1,677,844 1,636,921 

 役 員 報 酬        36,794 36,780 

給 料 手 当        1,226,080 1,196,710 

賞与引当金繰入        77,694 73,559 

法定福利費        237,971 232,703 

厚 生 費        3,721 3,500 

退職給付費用        95,584 93,670 

旅費交通費        7,039 7,038 

業 務 費        154,983 149,448 

諸税負担金        50,481 52,856 

施 設 費        137,581 136,406 

減価償却費        188,655 175,839 

雑 費        26,137 26,104 

合 計        2,242,720 2,184,612 
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❖ 最近5年間の主要な経営指標 
 

❍ 主要な経営指標 
                                                                     （単位：千円） 

 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

経常収益        2,859,621 2,449,402 2,507,068 2,240,125 2,264,063

 

 

 

 

信用事業収益        

共済事業収益        

購買事業収益        

販売事業収益        

製氷冷凍事業収益        

その他事業収益        

724,629

69,808

320,841

1,220,827

13,221

510,293

615,748

63,804

303,861

969,533

9,835

486,619

461,460

59,558

342,740

1,179,357

3,856

460,093

431,440 

54,131 

325,010 

987,873 

8,980 

432,690 

504,744

53,464

306,817

955,927

1,098

442,013

経常利益        449,019 134,845 225,974 114,474 203,078

当期剰余金        651,899 169,990 252,318 113,648 208,066

出 資 金        10,550,103 3,851,297 3,804,850 3,776,785 3,746,721

出資口数        

(内，優先出資) 

10,550,103口

（7,180,000口)

3,851,297口

（500,000口)

3,804,850口

(500,000口)

3,776,785口 

(500,000口) 

3,746,721口

（500000口）

純資産額        12,443,720 5,808,025 5,931,360 5,893,327 5,960,700

総資産額        103,574,611 98,478,192 93,653,142 80,950,970 85,962,963

貯金等残高        86,308,771 87,946,397 83,404,207 70,667,702 75,388,250

貸出金残高        14,720,495 12,720,482 12,567,182 12,082,172 12,098,000

有価証券残高        0 0 0 0 0

剰余金配当金額        33,150 53,125 102,927 33,103 32,597

 ・出資配当の額 33,150 33,125 32,927 33,103 32,597

 ・事業利用分量配当の額       0 20,000 70,000 0 0

職 員 数        275 259 270 267 256

 単体自己資本比率        32.48% 14.31% 14.96% 16.65% 16.15%
（注1）「単体自己資本比率」は，「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基

準」（平成18年金融庁・農林水産省告示第３号）に基づき算出しております。なお，平成
24年度以前は旧告示（バーゼルⅡ）に基づく単体自己資本比率を記載しています。 

 
❍ 経営諸指標 

                                                                      （単位：千円） 

 令和2年度 令和3年度 

（貯貸率等） 

貯貸率（期末，期中）          

貯預率（期末，期中）          

貯証率（期末，期中）          

1従業員あたり貯金残高          

1店舗あたり貯金残高          

1従業員あたり貸出金残高          

1店舗あたり貸出金残高          

総資産経常利益率          

資 本 経 常 利 益 率          

総資産当期純利益率          

資本当期純利益率          

 

17.1%， 15.9% 

81.3%、  82.1% 

  -，   - 

1,651,115 

2,019,077 

282,294 

345,205 

  0.13% 

  2.03% 

  0.13% 

   2.01% 

 

16.0%,   16.4% 

82.5%  81.8% 

-,  - 

1,847,751 

2,153,950 

296,520 

345,657 

0.24% 

3.57% 

0.25% 

    3.65% 

 

(注1) 総資産経常(当期)利益率＝経常（当期）利益／総資産平均残高（偶発債務見返除く）×100 
(注2) 資本経常（当期）利益率＝経常(当期)利益／資本勘定平均残高×100 
(注3) 従業員当りの表示は，期末の信用部門担当職員数（常用雇用者数）により計算したものです。 
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❖ 自己資本充実の状況 

 
❍ 自己資本調達手段の概要に関する事項 

 
自己資本比率の状況 

当組合の単体自己資本比率16.15%（令和4年3月31日現在） 
 
  経営の健全性の確保と自己資本の充実 

当組合の自己資本は，組合員からの普通出資と県からの優先出資により調達しております。 
 
普通出資金 

 項 目 内 容 

発行主体 宮城県漁業協同組合 

資本調達手段の種類 普通出資 

コア資本に係る基礎項目に算入した額 3,247百万円（前年度3,277百万円） 

 
非累積的永久優先出資 

 項 目 内 容 

発行主体 宮城県 

資本調達手段の種類 非累積的永久優先出資 

コア資本に係る基礎項目に算入した額 500百万円（前年度500百万円） 

 

当組合では，将来的な信用リスクや金利リスクの増加に備えて安定的な自己資本比率の維

持に努めるため，内部留保による自己資本増強を行っております。 

また，自己資本比率の算出にあたっては，「自己資本算出要領」及び「自己資本比率算出

事務手続」を制定し，適切なプロセスにより正確な自己資本比率を算出しております。これに

基づき，当組合における信用リスクやオペレーショナル・リスクに対応した十分な自己資本の

維持に努めております。 
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❍ 自己資本の構成に関する事項 

                                       （単位：千円，%） 

項     目 

令和2年度 令和3年度 

 経過措置による 

不算入額 

 経過措置による 

不算入額 

コア資本に係る基礎項目    （1）                      

普通出資又は非累積的永久優先出

資に係る会員資本の額 

5,906,685 5,974,564 

 うち，出資金及び資本準備金の額 3,776,785 3,746,721 

 うち，再評価積立金の額 - - 

 うち，利益剰余金の額   2,289,506 2,407,469 

 うち，外部流出予定額   （△）  △ 33,102 △32,596 

 うち，上記以外に該当するものの

額   

△ 126,503 △147,029 

コア資本に係る基礎項目の額に算

入される引当金の合計額 

66,915 40,546 

 うち，一般貸倒引当金コア資本算

入額   

66,915 40,546 

 うち，適格引当金コア資本算入額             －            － 

適格旧資本調達手段の額のうち，経

過措置によりコア資本に係る基礎項

目の額に含まれる額 

           －            － 

 うち，回転出資金の額              －            － 

 うち，上記以外に該当するものの

額   
           －            － 

公的機関による資本の増強に関する

措置を通じて発行された資本調達手

段の額のうち，経過措置によりコア資

本に係る基礎項目の額に含まれる

額 

－            － 

土地再評価額と再評価直前の帳簿

価額の差額の四十五パーセントに相

当する額のうち，経過措置によりコア

資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額 

△ 6,272 △4,181 

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 5,967,329 6,010,928 

コア資本に係る調整項目    （2）                               

無形固定資産（モーゲージ・サービ

シング・ライツに係るものを除く。）の

額の合計額 

19,003 72,336 

 うち，のれんに係るものの額               －            － 

 うち，のれん及びモーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るもの以外の

額   

19,003 72,336 

繰延税金資産（一時差異に係るもの

を除く。）の額 

-     - 

 

適格引当金不足額 －            － 
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証券化取引に伴い増加した自己資

本に相当する額 
－              － 

負債の時価評価により生じた時価評

価差額であって自己資本に算入さ

れる額 

－            － 

前払年金費用の額 －            － 

自己保有普通出資等（純資産の部

に計上されるものを除く。）の額 
－            － 

意図的に保有している他の金融機

関等の対象資本調達手段の額 
－            － 

少数出資金融機関等の対象普通出

資等の額 
－            － 

特定項目に係る十パーセント基準超

過額 
－            － 

 うち，その他金融機関等の対象 

普通出資等に該当するものに 

関連するものの額 

－            － 

うち，モーゲージ・サービシング 

・ライツに係る無形固定資産に 

関連するものの額 

           －            － 

 うち，繰延税金資産（一時差異に係

るものに限る。）に関連するものの

額 

－            － 

特定項目に係る十五パーセント基準

超過額 
－            － 

 うち，その他金融機関等の対象普

通出資等に該当するものに関連す

るものの額   

－            － 

 うち，モーゲージ・サービシング・ラ

イツに係る無形固定資産に関連す

るものの額 

－            － 

 うち，繰延税金資産（一時差異に係

るものに限る。）に関連するものの

額    

           －            － 

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 19,003 72,336  

自己資本                                        

自己資本の額（（イ）一（ロ）） （ハ） 5,948,325 5,938,592  

リスク・アセット等    （3）                                        

信用リスク・アセットの額の合計額 31,186,551 32,407,125  

 資産（オン・バランス）項目 31,184,800  32,406,078  

 うち，経過措置によりリスク・アセ

ットの額に算入される額の合計

額 

△ 46,461  △46,461  
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   うち，他の金融機関等の

対象資本調達手段に係る

エクスポージャーに係る

経過措置を用いて算出し

たリスク・アセットの額から

経過措置を用いずに算

出したリスク・アセットの額

を控除した額（△） 

 - - 

うち，上記以外に該当す

るものの額 
△ 46,461 △46,461 

 オフ・バランス項目 1,750 1,046 

 ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで

除して得た額 
           － - 

 中央清算機関関連エクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額 
           － - 

オペレーショナル・リスク相当額の合

計額を八パーセントで除して得た額 
 4,523,395 4,347,153 

信用リスク・アセット調整額            －            - 

オペレーショナル・リスク相当額調整

額 
          －            - 

リスク・アセット等の額の合計額  

（ニ） 
 35,709,946 36,754,278 

自己資本比率                                        

自己資本比率（（ハ）／（二）） 16.65%  16.15%  
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❍ 自己資本の充実に関する事項  
信用リスクに対する所要自己資本額の額及び内訳 

                                                                     （単位：千円） 

信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ額 令和2年度 令和3年度 

エクスポー

ジャーの

期末残高 

ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ

額 

a 

所要自己

資本額 

b=a×4% 

エクスポー

ジャーの期

末残高 

ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ

額 

a 

所要自己

資本額 

b=a×4% 
（標準的手法） 

我が国の中央政府及び中央銀行向け         0 0 0 0 0 0

我が国の地方公共団体向け         1,765,921 0 0 1,344,878 0 0

我が国の政府関係機関向け         0 0 0 0 0 0

地方三公社向け         0 0 0 0 0 0

金融機関及び証券会社向け         57,508,083 11,501,617 460,065 62,223,325 12,444,665 497,787

法人等向け         0 0 0 0 0 0

中小企業等・個人向け         543,419 407,564 16,303 402,149 301,612 12,064

抵当権付住宅ﾛｰﾝ         31,784 11,124 445 28,918 10,121 405

不動産取得等事業向け         0 0 0 0 0 0

3ヵ月以上延滞債権         14,220 10,486 419 10,561 8,688 348

漁業信用基金協会等保証         8,109,677 810,968 32,439 8,651,960 865,196 34,608

出 資 等         913,236 913,236 36,529 913,224 913,224 36,529

上 記 以 外         11,961,246 17,578,263 703,131 12,325,723 17,910,080 716,403

 (うち農林中央金庫等の 

対象普通出資等) 

4,117,686 10,294,216 411,769 4,117,687 10,294,219 411,769

経過措置によりリスク・アセットの額

に算入されるものの額 

△46,461 △46,461 △1,858 △46,461 △46,461 △1,858

経過措置によりリスク・アセットの額に算

入されなかったものの額（△） 

0 0 0 0 0 0

合 計         80,801,125 31,186,797 1,247,472 85,854,277 32,407,125 1,296,285

 
 

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 
                                                                     （単位：千円） 

令和2年度 令和3年度 

粗利益額 

 

 

a 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ 

相当額を8%で 

除して得た額 

b＝a×15%÷8% 

所要 

自己資本額 

 

c＝b×4% 

粗利益額 

 

 

a 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ 

相当額を8%で 

除して得た額 

b＝a×15%÷8% 

所要 

自己資本額 

 

c＝b×4% 

2,412,477 4,523,394 180,936 2,318,482 4,347,153 173,886 

 
 

所要自己資本額 
                                                                     （単位：千円） 

令和2年度 令和3年度 

リスク･アセット 

（分母）合計 

a 

所要自己資本額 

 

b ＝ a × 4% 

リスク･アセット 

（分母）合計 

a 

所要自己資本額 

 

b ＝ a × 4% 

35,710,191 1,428,408 36,754,278 1,470,171 
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❖ 信用リスクに関する事項 
 標準的手法に関する事項 

 当組合では自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法
により算出しています。また，信用リスク・アセットの算出にあたって，リスク・ウェイトの判定に当
たり使用する格付等は次のとおりです。 
 
（ア） リスク･ウェイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による依頼格付

けのみ使用し，非依頼格付は使用しないこととしています。 

適格格付機関 

 株式会社格付投資情報センター(R&I) 

 株式会社日本格付研究所(JCR) 

 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody's) 

 スタンダード・アンド･プアーズ・レーティング・サービシズ(S&P) 

 フィッチレーティングスリミテッド(Fitch) 

 
（イ） リスク･ウェイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付又はカントリー・リスク・スコ

アは，以下のとおりです。 

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー･リスク・スコア 

金融機関向けエクスポージャー  日本貿易保険 

法人等向けエクスポージャー(長期) R&I, Moody's, JCR, S&P, Fitch  

法人等向けエクスポージャー(短期) R&I, Moody's, JCR, S&P, Fitch  

 
 信用リスクに関するエクスポージャーの業種別の期末残高及び主な種類別の内訳 

                                                                     （単位：千円） 

 令和2年度 令和3年度 

信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの残高 

 信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの残高 

 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

法

人

 
 

 
 

 
 

農林水産業 6,530,380 5,242,295 0 8,345,877 6,058,141 0

製造業 7,998 0 0 7,359 0 0

建設業 392 0 0 261 0 0

運輸・通信業 9,993 0 0 12,323 0 0

卸売・小売業 632,669 0 0 358,003 0 0

金融・保険業 62,041,010 512,056 0 66,751,079 512,058 0

不動産業 297,127 91,039 0 281,620 75,532 0

サービス業 124,439 0 0 131,422 0 0

地方公共団体 1,676,713 1,611,603 0 1,344,692 1,285,555 0

その他 50,305 2,125 0 52,609 2,594 0

個人 6,344,881 4,655,976 0 5,232,255 4,193,487 0

固定資産等 4,000,005 0 0 4,034,901 0 0

合   計 81,715,912 12,115,094 0 86,552,401 12,127,367 0
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(注1) 全て国内取引です。 
(注2) 「貸出金等」とは，貸出金のほか，コミットメント及びその他デリバティブ以外のオフ･バランスシー

ト・エクスポージャーを含んでいます。 
(注3) 当組合は，デリバティブ取引の取扱はありません。 
(注4) 未収利息，未収金は固定資産等に含めて記載してあります。 
 
 

 信用リスクに関するエクスポージャーの残存期間別の期末残高及び主な種類別の内訳 
                                                                    （単位：千円） 

 令和2年度 令和3年度 

信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの残高 

 信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの残高 

 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

1年以下 62,086,888 899,435 0 67,240,333 1,222,397 0

１年超3年以下 1,655,775 1,647,160 0 773,534 768,116 0

3年超5年以下 1,121,842 1,121,842 0 1,177,645 1,177,645 0

5年超7年以下 986,912 986,912 0 1,282,596 1,282,596 0

7年超 6,722,441 6,722,441 0 6,984,369 6,984,369 0

期間の定めなし 9,143,274 735,171 0 9,094,013 692,233 0

合   計 81,717,132 12,112,961 0 86,552,390 12,127,356 0

(注1) 全て国内取引です。 
(注2) 「貸出金等」とは，貸出金のほか，コミットメント及びその他デリバティブ以外のオフ･バランスシー

ト・エクスポージャーを含んでいます。 
 
 
 3ヵ月以上延滞エクスポージャーの期末残高及び業種別残高 

                                                                     （単位：千円） 

 令和2年度 令和3年度 

法

人

 
 

 
 

 
 

農林水産業 143,930 107,940 

製造業      0      0 

建設業            0            0 

運輸・通信業            0            0 

卸売・小売業         33,927         8,937 

金融・保険業     0     0 

不動産業     0     0 

サービス業  1,540  2,386 

地方公共団体     0     0 

その他     0    141 

個人 367,811 343,110 

合計 547,208 462,514 

 (注) 全て国内取引です。 
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貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 
                                                                     （単位：千円） 

 令和2年度 令和3年度 

期首 期中 期中減少額 期末 期首 期中 期中減少額 期末 

残高 増加額 使用目的 その他 残高 残高 増加額 使用目的 その他 残高 

一般貸倒引当金       53,432 13,483 0 0 66,915 66,915 0 0 26,369 40,546

個別貸倒引当金       816,339 3,688 40,474 62,523 717,030 717,030 10,932 26,190 80,543 621,229

 

法

人

 
 

 
 

 
 

農林水産業      316,368 0 0 15,010 301,358 301,358 7,036 1,841 34,924 271,629

製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運輸・通信業     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

卸売・小売業     35,947 0 0 2,019 33,928 33,928 0 24,349 642 8,937

金融・保険業     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

サービス業 0 1,470 0 0 1,470 1,470 847 0 0 2,317

地方公共団体     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 141 0 0 141

個人 464,024 2,218 40,474 45,494 380,274 380,274 2,908 0 44,977 338,205

 (注) 全て国内取引です。 
 
 
 貸出金償却の額 

                                                                     （単位：千円） 

 令和2年度 令和3年度 

法

人

 
 

 
 

 
 

農林水産業 0 1,841 

製造業 0 0 

建設業 0 0 

運輸・通信業 0 0 

卸売・小売業 0 24,349 

金融・保険業 0 0 

不動産業 0 0 

サービス業 0 0 

地方公共団体 0 0 

その他 0 0 

個人      40,474 0 

合計 40,474 26,190 
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 信用リスク削減効果勘案後の残高及び自己資本控除額 
                                                                     （単位：千円） 

 令和2年度 令和3年度 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

0%  2,729,496 2,387,402 

10%  8,109,677 8,651,960 

20%  57,508,083 62,223,325 

35%  31,784 28,918 

50%  10,844 6,548 

75%  543,419 402,149 

100%  7,477,384 7,733,253 

150%  3,376 2,802 

200%  0 0 

250%  4,387,062 4,417,921 

1250%  0 0 

その他 0 0 

自己資本控除額 0 0 

合計 80,801,125 85,854,278 

(注) 格付が付与されている与信先はありません。 
 

❍ 信用リスク削減手法に関する事項 

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方法及び手続きの概要 

 「信用リスク削減手法」とは，自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出にお

いて，エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合

に，エクスポージャーのリスク･ウェイトに代え，担保や保証人に対するリスク･ウェイトを適用す

るなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 

 当組合では，信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。信用リス

ク削減手法として，「適格金融資産担保」，「保証」，「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用して

います。 

 適格金融資産担保付取引とは，エクスポージャーの信用リスクの全部又は一部が，取引相

手又は取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引

をいいます。 

 適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 

 また，貸出金と自組合貯金の相殺については,①取引相手の債務超過，破産手続開始の

決定その他これらに類する事由にかかわらず，貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効で

あることを示す十分な根拠を有していること，②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸

出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること，③自組合貯金が継

続されないリスクが，監視および管理されていること，④貸出金と自組合貯金の相殺後の額

が，監視および管理されていること，の条件をすべて満たす場合に，相殺契約下にある貸出

金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としていま

す。 
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 保証については，被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等，

本邦地方公共団体，本邦政府関係機関，外国の中央政府以外の公共部門，国際開発銀

行，および金融機関又は証券会社，これら以外の主体で長期格付がA-又はA3以上の格付

を付与しているものを適格保証人とし，エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保

証部分について，被保証債権のリスク・ウェイトに代えて，保証人のリスク･ウェイトを適用して

います。 

 
信用リスク削減手法が適用されるエクスポージャーの額 

                                                                     （単位：千円） 

区      分 令和2年度 令和3年度 

適格金融資産担保 保証 適格金融資産担保 保証

我が国の中央政府及び中央銀行向け 0 - 0 - 

我が国の地方公共団体向け 0 - 0 - 

我が国の政府関係機関向け 0 - 0 - 

地方三公社向け 0 - 0 - 

金融機関及び証券会社向け 0 - 0 - 

法人等向け 0 - 0 - 

中小企業等・個人向け 0 - 0 - 

抵当権付住宅ローン 0 - 0 - 

不動産取得等事業向け 0 - 0 - 

3ヵ月以上延滞債権 0 - 0 - 

漁業信用基金協会等保証 0 - 0 - 

上記以外 0 - 0 - 

合計 0 - 0 - 

 
 

❍ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 

 取扱い実績はありません。 

 

 

❍ 証券化エクスポージャーに関する事項 

 取扱い実績はありません。 

 

 

❍ 出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 

出資又その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方法及び手続の概要 

 「出資その他これに類するエクスポージャー」とは貸借対照表上の外部出資勘定の株式又

は出資として計上されているものであり，当組合においては，これらを①子会社および関連会

社株式，②系統および系統外出資に区分して管理しています。 

 子会社および関連会社については，経営上も密接な連携を図ることにより，当組合の事業
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のより効率的運営を目的として，株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期

の決算書類の分析の他，連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。 

 

 系統出資については，会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え，日

常的な協議を通じた財務健全化を求めており，系統外出資についても同様の対応を行って

います。 

 

 なお，これらの出資等又は株式等の評価等については，①子会社および関連会社につい

ては，取得原価を記載し，②系統および系統外出資については，取得原価を記載し，毀損の

状況に応じて減損損失を計上しています。また，評価等重要な会計方針の変更等があれば，

注記表にその旨記載することとしています。  
 
 

 出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 
                                                                     （単位：千円） 

令和2年度 令和3年度 

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額 

4,585,236 4,585,236 4,585,014 4,585,014 

 
 
 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 

                                                                     （単位：千円） 

令和2年度 令和3年度 

売却益 売却損 償却損 売却益 売却損 償却損 

0 0 0 0 0 0

 
 
 貸借対照表で認識された損益計算書で認識されない評価損益の額 
 （その他有価証券の評価損益等） 

                                                                     （単位：千円） 

令和2年度 令和3年度 

評価益 評価損 評価益 評価損 

0 0 0 0

 
 

（子会社・関連会社株式等の評価損益等） 
                                                                     （単位：千円） 

令和2年度 令和3年度 

評価益 評価損 評価益 評価損 

0 0 0 0
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❍ 金利リスクに関する事項 

   金利リスクの算定方法の概要 

 金利リスクとは，当組合の保有する資産・負債のうち，市場金利の変動によって，経済価値

が減少するリスクのことをいいます。 

 当組合では，金利の変動によって影響を受ける資産としては，貸出金と預け金があり，負債

では貯金と借入金があります。 

 お客様からお預かりした貯金の大半は，農林中央金庫へ預け入れております。 

 また，貸出金につきましては，組合員等から預った貯金の一部を原資としております。 

 貯金と預け金，貸出金と借入金の期間は，ほぼ，一致しており，金利が変動しても運用金利と

調達金利が同じ動きとなることから，金利リスクはほとんど発生しないこととなっております。 

 なお，当組合では有価証券運用を行っておりませんので，それに伴う金利リスクはありません。 
 
 

（IRRBB１：金利リスク） 
（単位：百万円） 

  イ ロ ハ ニ 

項番  ⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ 

  当期末 前期末 当期末 前期末 

1 上方パラレルシフト 240 233 173 138 

2 下方パラレルシフト 0 0 1 1 

3 スティープ化 268 282   

4 フラット化 0 0   

5 短期金利上昇 5 0   

6 短期金利低下 0 0   

7 最大値 268 282 173 138 

  
ホ ヘ 

当期末 前期末 

8 自己資本の額 5,939 5,948 

 
「金利リスクに関する事項」については，平成31年金融庁・農水省告示第5号(平成31年2月18日付)の改正に基づき，
2019年3月末から金利リスクの定義と計測方法を変更しております。 

・「⊿EVE」とは，金利リスクのうち，金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものをいいます。 
・「⊿NII」とは，金利リスクのうち，金利ショックに対する算出基準日から12か月を経過する日までの間の金利収益の
減少額として計測されるものをいいます。 

・「上方パラレルシフト」とは，通貨および将来の期間ごとに，当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日
時点のリスクフリー・レートに，別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「下方パラレルシフト」とは，通貨および将来の期間ごとに，当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日
時点のリスクフリー・レートに，別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加え
る金利ショックをいいます。 

・「スティープ化」とは，通貨および将来の期間ごとに，当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点の
リスクフリー・レートに，別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「フラット化」とは，通貨および将来の期間ごとに，当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリス
クフリー・レートに，別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「短期金利上昇」とは，通貨および将来の期間ごとに，当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点
のリスクフリー・レートに，別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「短期金利低下」とは，通貨および将来の期間ごとに，当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点
のリスクフリー・レートに，短期金利上昇に関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックを
いいます。 
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❍ 信用事業命令に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく保全状況 
   （単位：百万円、％） 

債権区分 債権額 
保全額 

担保・保証 引当 合計 

破産更生債権及び

これらに準ずる債権 

令和2年度 83 10 73 83

令和3年度 70 26 44 70

危険債権 
令和2年度 732 403 326 729

令和3年度 808 517 291 808

要管理債権 
令和2年度 0 0 0 0

令和3年度 0 0 0 0

 三月以上 

延滞債権 

令和2年度 0 0 0 0

令和3年度 0 0 0 0

 貸出条件 

緩和債権 

令和2年度 0 0 0 0

令和3年度 0 0 0 0

小計 
令和2年度 815 413 398 811

令和3年度 878 543 335 878

正常債権 
令和2年度 11,298  

令和3年度 11,247  

合計 
令和2年度 12,113  

令和3年度 12,125  

(注1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務

者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

(注2) 危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。 

(注3） 要管理債権 

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出

条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額をいいます。 

(注4) 三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及

びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 

(注5) 貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準

ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 

 

❍ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

                                                                   （単位：千円） 

区 分 

令和2年度 令和3年度 

期首 期中 期中減少額 期末 期首 期中 期中減少額 期末 

 残高 増加額 目的使用 その他 残高 残高 増加額 目的使用 その他 残高 

一般貸倒引当金     53,432 13,483 0 0 66,915 66,915 0 0 26,369 40,546

個別貸倒引当金     816,339 3,688 40,474 62,523 717,030 717,030 10,932 26,190 80,543 621,229

合計 869,771 17,171 40,474 62,523 783,945 783,945 10,932 26,190 106,912 661,775
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❖ 役員等の報酬体系 

 開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は，監事及び理事をいいます。 

 役員に対する報酬等の種類は，基本報酬の1種類で，令和3年度における対象役員に対す

る報酬等の支払総額は次のとおりです。 

 なお，基本報酬は常勤者については毎月，非常勤者については四半期毎の所定日に指定

口座への振り込みの方法による現金支給のみであります。 
 

（単位：千円） 

 支給総額(注2) 

基本報酬 退職慰労金 

対象役員(注1)に対する報酬等 36,780 0 

(注1) 対象役員は理事16名，監事4名です。（期中に退任した者を含む。） 
(注2) 退職慰労金は支給しておりません。 

 

 役員報酬は，監事及び理事の別に各役員に支給する報酬総額の最高限度額を総代会に

おいて決定し，その範囲内において，理事各人別の報酬額については理事会において決定

し，監事各人別の報酬額については監事の協議によって定めています。なお，業績連動型の

報酬体系とはなっておりません。 

この場合の役員各人別の報酬額の決定にあたっては，各人の役職・責務や在任年数等を勘

案して決定しています。 
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